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百条委員会の設置

「公金支出及び公文書改ざん等調査
特別委員会」（百条委員会）の設置

　12月18日の本会議において、「学校給食センターの配送業務、吉井スクールバス運転業
務に係る公金支出、及び関与した議員から聞き取りした事項との齟齬について、並びに公
文書改ざん等の調査に関する決議案」が議員から発議され採決の結果、全会一致で可決した。

決
議
案
提
出
ま
で
の
流
れ

４
月
19
日

　
議
員
よ
り
、
吉
井
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

配
送
業
務
で
臨
時
職
員
の
勤
務
実
態
が
な

い
の
に
平
成
30
年
５
月
か
ら
平
成
31
年
３

月
ま
で
月
額
８
万
円
の
給
料
を
支
払
っ
て

い
た
件
で
、
議
長
に
対
し
「
教
育
長
へ
調

査
を
求
め
る
書
面
」
が
提
出
さ
れ
た
。

５
月
８
日

　
教
育
委
員
会
へ
調
査
請
求
。

６
月
27
日

　
６
月
定
例
会
で
「
監
査
請
求
に
関
す
る

決
議
」
が
議
員
か
ら
発
議
さ
れ
採
決
の
結

果
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

６
月
28
日

　
監
査
事
務
局
へ
監
査
請
求
。

８
月
28
日

　
監
査
委
員
よ
り
監
査
報
告
。

８
月
29
日

　
教
育
委
員
会
よ
り
調
査
報
告
。

10
月
４
日

　
執
行
部
よ
り
教
育
委
員
会
の
調
査
報
告

に
あ
っ
た
市
議
会
議
員
の
関
与
に
つ
い
て
、

議
会
に
事
実
関
係
の
調
査
依
頼
が
あ
っ
た
。

11
月
11
日

　
執
行
部
か
ら
依
頼
の
あ
っ
た
事
実
関
係

の
聞
き
取
り
調
査
を
10
月
24
日
に
当
該
議

員
に
対
し
て
議
長
、
副
議
長
が
行
っ
た
と

報
告
が
あ
っ
た
。

百条委員会とは
　都道府県及び市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100
条により議会の議決によって設置される特別委員会であり、普通地方公共
団体の事務に関する調査をするために設置される、より強い調査権限を持っ
た委員会である。
　100条調査権には、出頭・もしくは資料提出拒否に対し禁錮刑を含む罰
則（同条第３項）が定められており、国会の国政調査権（日本国憲法第62条）
と同じ性格を持っている。
　100条調査権の目的は警察の捜査とは目的を異にする。すなわち、警察
の捜査目的は一般的に犯罪が発生した場合、犯人を検挙することを目的と
しているのに対し、100条調査の目的は、
①�地方公共団体の事務に関わる範囲で起こった不祥事件等に対し、当該不
祥事件等が発生するにあたっての原因として、当該団体の組織や人事管
理に問題がなかったのか

②�不祥事件等が起こった背景はどのようなものであるのか、事務の執行が
適正に行われていたのか

③�そして今後どのようにすればこのような不祥事件等が起こらないような
体制を築くことができるのか、つまり、当該団体として当該事件等の発
生防止をするにはどのようにすればよいのか

について調査することを目的としている。

公金支出及び公文書改ざん等
調査特別委員会

役　職　名 委　員　氏　名

委　員　長 下　山　哲　司

副 委 員 長 岡　崎　達　義

委　　　員 福　木　京　子

〃 行　本　恭　庸

〃 原　田　素　代

〃 保　田　　　守

〃 佐々木　雄　司

〃 永　徳　省　二
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百条委員会の設置

公金支出及び公文書改ざん等調査特別委員会の決議事項

１　調査事項
①�赤磐市監査委員作成の令和元年８月28日付けの ｢ 議会の請求に基づく監査報告書 ｣ 及び、赤磐市教育長作

成の令和元年８月29日付けの「教育委員会における臨時職員の任用等に関する調査報告書について（報告）」
に記載された事項と、赤磐市議会議長作成の令和元年11月11日付けの「聞取り報告書」に記載された令
和元年10月24日に北川議員から聴取した事項との齟齬についての事実確認

②�「教育委員会における臨時職員の任用等に関する調査報告書について（報告）」５頁の「第２調査結果」に、
「平成30年11月上旬、任用通知書を作り直しました」と記載されている「作り直し前の任用通知書」（以
下「旧任用通知書」）と「作り直された後の任用通知書」（以下「新任用通知書」）に関し、

　 （１）�「旧任用通知書」のパソコンデータの保管状況、「旧任用通知書」の枚数、破棄を指示した者、破棄
の目的、破棄するに至った経緯、破棄の日時、破棄の方法、実際に破棄を行った者、破棄に関与し
た者（議員を含む）

　 （２）�「旧任用通知書」に記載された臨時職員に支払われる賃金額と「新任用通知書」に記載された臨時
職員に支払われる賃金額につき臨時職員ごとの差額並びにその総額

　 （３）�任用通知書等の作り直しにより被った赤磐市の損害の有無と損害額、任用通知書等の作り直しによ
り利得した者の有無とその利得額

　 （４）�市の臨時職員（運転手）に対する臨時職員ごとに支払われた給与の振込の日時、同各振込金額、同
各給与の明細（源泉徴収税等）、同各振込先銀行口座

　 （５）�臨時職員が給与の一部または全部を北川議員ないしは当該議員の関連団体に支払われたことの有無、
有りとすればその支払い日、支払金額、支払方法およびその使途

③その他関連事項

２　特別委員会の設置
　本調査は、地方自治法第109条及び赤磐市議会委員会条例第６条の規定により委員８人以内からなる公金
支出及び公文書改ざん等調査特別委員会を設置して、これに付託するものとする。

３　調査権限
　本議会は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法100条第１項（及び同法第98条第１項）の権限
を上記特別委員会に委任する。

４　調査期限
　上記特別委員会は、１に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

５　調査経費
　本調査に要する経費は、本年度においては、52万円以内とする。
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12月定例会のあらまし

議案審議

12
月
定
例
会
を
11
月
26
日
か
ら
12
月
18
日
ま
で
23
日
間
の
会
期
で
開
催
し
た
。

議
案
39
件
を
可
決
し
た
。

ま
た
、
請
願
４
件
を
採
択
、
１
件
を
不
採
択
と
し
、
委
員
会
発
議
の
意
見
書
３
件
を
可
決
、

議
員
発
議
の
決
議
案
１
件
を
可
決
と
し
た
。

12月定例会の
あらまし

主
な
質
疑

　
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
原
子
力
発
電
所
か
ら

１
０
０
㎞
圏
外
が
心
配
は
な
い
と
し
た
の
か
。

　
国
の
防
災
基
本
計
画
で
は
、
原
子
力
災
害

に
係
る
地
域
防
災
計
画
を
策
定
す
べ
き
地
域
と

し
て
、
原
子
力
施
設
か
ら
お
お
む
ね
半
径
30
㎞

の
区
域
が
目
安
と
さ
れ
て
い
る
。
住
民
が
避
難

す
る
場
合
に
は
、
地
域
防
災
計
画
・
避
難
計
画

で
お
お
む
ね
半
径
30
㎞
の
区
域
外
に
避
難
所
や

避
難
経
路
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
被
害
の
可

能
性
が
低
い
と
し
た
。

　
歴
史
あ
る
建
築
物
の
中
に
永
瀬
清
子
の
生

家
保
存
を
な
ぜ
記
載
し
な
い
の
か
、
そ
の
理
由

は
。

　
観
光
資
源
と
し
て
価
値
の
高
い
も
の
と
認

識
し
て
い
る
。
今
後
策
定
す
る
実
施
計
画
に
盛

り
込
む
。

　
保
育
士
の
労
働
環
境
、
賃
金
の
面
も
含
め

て
そ
の
施
策
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
理

由
を
。

　
重
点
事
業
と
し
て
、
今
後
策
定
す
る
実
施

計
画
に
盛
り
込
み
、保
育
士
の
確
保
に
努
め
る
。

第２次赤磐市総合計画とは？
　平成27年に策定した市の最上位計画で、市民・地域・事
業者・行政それぞれが具体的に果たすべきことを共有でき
る指針として策定した計画です。
　３つの重点戦略を設定し、それらを実現するために９つ
の戦略プログラムを明記しています。

どのように変わるの？
　主なものとして、
　基本計画の重点戦略Ⅱ「安心して子育てができ、次代を担うひとが育つま
ちを創る」ために、子ども家庭総合支援拠点の設置を新たに加え、幼・保一
体型の認定こども園を現在の目標指標の１カ所から４カ所に変更します。
　重点戦略Ⅲ「多彩な人材の活用により、地域が活性化しているまちを
創る」ための重点施策の「魅力的な中心市街地の形成」に、新たに形成
する拠点整備として河本、岩田地区周辺を明記します。

主な内容（歳出）
一般会計（１億728万2000円）
　 後期高齢者医療療養給付費負担金、小学校の普通教室・特別支援学級

増加に伴う教室改修費等

国保特別会計（201万5000円）
　国保制度改正に伴うシステム改修のための電算共同処理業務委託料等

介護保険特別会計（44万2000円）
　介護保険制度改正に伴うシステムの保守等委託料

第２次赤磐市総合計画の一部改訂を可決

補正予算（一般会計・特別会計）１億973万9000円を可決

主
な
質
疑

　
給
食
調
理
業
務
委
託

料
の
積
算
根
拠
は
。
入
札

は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
方

法
か
。

　
委
託
料
の
積
算
根
拠

に
つ
い
て
は
、
直
営
で
運

営
し
た
場
合
の
１
年
間
の

費
用
を
も
と
に
算
出
し
、

こ
の
金
額
を
も
と
に
委
託

期
間
の
３
年
分
の
限
度
額

を
設
定
し
た
。
学
校
給
食

業
務
は
特
殊
で
専
門
性
を

要
す
る
業
務
内
容
の
観
点

か
ら
、
通
常
の
競
争
原
理

や
金
額
に
よ
る
入
札
方
法

で
は
な
く
、
企
画
提
案
型

の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で

行
い
、
令
和
２
年
４
月
に

業
者
決
定
を
行
う
予
定
。
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12月定例会のあらまし

主
な
質
疑

　
委
員
は
、
ど
う
い
っ
た
基
準

を
持
っ
て
選
択
す
る
の
か
。
す
で

に
候
補
者
が
決
ま
っ
て
い
る
の

か
。
ど
う
い
う
識
者
を
想
定
し
て

い
る
の
か
。
選
定
時
期
と
設
置
時

期
は
い
つ
か
。
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
説
明
を
。

　
岡
山
弁
護
士
会
に
弁
護
士
の

推
薦
を
も
ら
い
、
推
薦
を
も
ら
っ

た
弁
護
士
と
相
談
し
て
、
公
平
・

中
立
で
あ
る
委
員
を
選
任
す
る
よ

う
な
形
を
考
え
て
い
る
。ほ
か
に
、

大
学
の
法
律
関
係
に
詳
し
い
者
、

監
査
事
務
の
経
験
の
あ
る
者
な
ど

を
想
定
し
て
お
り
、
委
員
は
５
人

以
内
で
あ
る
。

　
令
和
２
年
１
月
の
下
旬
ご
ろ
が

実
際
の
稼
働
の
時
期
だ
と
思
う
。

　
第
三
者
委
員
会
の
公
表
の
仕
方

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
す
る
形

を
考
え
て
い
る
。
ど
の
市
町
村
で

も
半
年
ぐ
ら
い
は
時
間
が
か
か
る

事
案
で
、
令
和
２
年
８
月
、
ま
た

は
９
月
ご
ろ
に
あ
る
程
度
の
報
告

が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　
第
三
者
委
員
会
は
公
開
し
て

行
わ
れ
る
の
か
。

　
個
人
情
報
等
が
あ
る
の
で
、

公
開
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。

不適正事務処理に関する第三者委員会条例とは？
　教育委員会における臨時職員の任用に関する一連の不適正な事務処理に関し、事務執行に至った経緯、
原因の検証および再発防止などのため、第三者委員会を設置するための条例です。

不適正事務処理に関する第三者委員会条例を可決

討
　
論

議
第
53
号　

�

第
２
次
赤
磐
市
総
合
計
画
の
一
部
改
訂
に

つ
い
て

【
反
対
討
論
】

▽
友
實
市
長
の
公
約
で
あ
る
高
校
誘
致
が
入
っ
て
い
な
い
。

高
校
誘
致
の
署
名
が
５
２
０
名
以
上
集
ま
っ
て
お
り
、
こ
の

市
民
の
声
を
全
く
無
視
し
た
総
合
計
画
が
で
き
上
が
っ
て
い

る
。
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

▽
島
根
原
発
で
事
故
が
起
き
た
場
合
、
松
江
・
安
来
か
ら
40

万
人
を
超
え
る
避
難
民
を
岡
山
県
は
受
け
入
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
赤
磐
市
は
４
２
０
０
人
を
受
け
入
れ
る
決
定

を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
総
合
計
画
の
中

に
そ
の
１
行
も
な
い
計
画
書
が
で
き
た
。避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ

ア
ル
ま
で
含
め
て
ま
ず
こ
れ
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う

い
う
こ
と
を
書
か
な
い
で
こ
の
総
合
計
画
を
進
め
る
と
い
う

こ
と
が
理
解
で
き
な
い
。

議
第
58
号　

�
赤
磐
市
一
般
職
の
任
期
付
き
職
員
の
採
用

及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

議
第
59
号　

�

赤
磐
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

【
反
対
討
論
】

　

現
在
、
市
の
職
員
の
平
均
給
与
は
５
０
０
万
円
を
超
え
て

い
る
。
納
税
者
で
あ
る
住
民
よ
り
高
い
年
収
を
受
け
て
い
る

う
え
に
、
さ
ら
に
増
額
す
る
な
ど
言
語
道
断
で
あ
る
。
納
税

者
に
説
明
が
で
き
な
い
職
員
給
与
を
上
げ
る
条
例
に
は
強
く

反
対
す
る
。

議
第
66
号　

�

赤
磐
市
立
公
民
館
条
例
を
改
正
す
る
条
例

か
ら
議
第
83
号　
赤
磐
市
都
市
公
園
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
ま
で
の
18
件

【
反
対
討
論
】

　

消
費
税
が
８
％
か
ら
10
％
へ
と
２
％
上
が
っ
た
た
め
、
施

設
の
利
用
料
を
上
げ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
給
与
や
年
金
は
上

が
ら
ず
物
価
や
医
療
費
な
ど
は
上
が
っ
て
生
活
が
大
変
厳
し

く
な
っ
て
い
る
。
急
い
で
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
反
対
で

あ
る
。

議
第
87
号　

�

令
和
元
年
度
赤
磐
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

【
反
対
討
論
】

▽
岡
山
県
内
で
27
市
町
村
あ
る
中
の
12
市
町
村
が
参
加
し
て

行
わ
れ
る
事
業
（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー
）
で
あ
る
。

岡
山
県
の
補
助
金
８
０
０
万
を
限
度
に
そ
の
２
分
の
１
の
４

０
０
万
円
の
補
助
が
あ
る
が
、
市
の
持
ち
出
し
分
は
５
０
２

万
８
０
０
０
円
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
税
金
で
あ
る
。
東
備
地

域
で
は
、
赤
磐
市
の
み
の
参
加
で
あ
る
。
財
政
の
厳
し
い
折

に
こ
の
よ
う
な
お
祭
り
騒
ぎ
は
や
め
て
も
ら
い
た
い
。

▽
中
央
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
等
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
、

民
営
化
の
一
番
の
理
由
が
職
員
の
定
数
削
減
で
、
行
革
の
た

め
に
教
育
の
一
環
で
あ
る
学
校
給
食
の
仕
事
を
一
部
民
間
に

委
託
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

定
数
削
減
の
た
め
に
す
で
に
職
員
を
募
集
す
る
の
を
や
め

て
お
り
、
そ
の
一
方
で
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
に
は
声
を
聞
く
と
言
い

な
が
ら
、
民
営
化
あ
り
き
の
方
向
で
進
め
て
い
る
。

　

学
校
給
食
は
直
営
の
ま
ま
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
保
護

者
た
ち
の
願
い
を
聞
か
ず
に
民
営
化
に
走
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
反
対
す
る
。

▽
中
央
学
校
給
食
業
務
を
民
間
に
出
す
と
い
う
話
だ
が
、
学
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請

願

請
願
第
４
号　

看
護
師
の
全
国
を
適
用
地
域
と
し
た
特
定

最
賃
の
新
設
を
求
め
る
請
願�

【
採
択
】

【
反
対
討
論
】

　

初
任
給
お
よ
び
給
料
格
差
が
東
京
と
地
方
で
は
９
万
円
の

差
が
あ
る
と
説
明
が
あ
っ
た
が
、
東
京
と
地
方
で
は
物
価
が

違
う
の
で
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
か
と
思
う
。
地
方
の
病
院
は

財
政
的
に
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
経
営
を
し
て
い
る
。
こ
れ

以
上
給
料
を
上
げ
る
と
な
れ
ば
病
院
が
つ
ぶ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
請
願
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

請
願
第
５
号　

介
護
従
事
者
の
全
国
を
適
用
地
域
と
し
た

特
定
最
賃
の
新
設
を
求
め
る
請
願�

【
採
択
】

請
願
第
６
号　

永
瀬
清
子
生
家
の
改
修
・
保
存
に
関
す
る

請
願
書�

【
採
択
】

【
要
旨
】

　

永
瀬
清
子
生
家
の
改
修
・
保
存
並
び
に
周
辺
環
境
整
備
を

進
め
、
文
化
財
・
観
光
資
源
と
し
て
活
用
し
て
ほ
し
い
。

　

現
代
詩
の
母
と
し
て
文
芸
発
展
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た

永
瀬
清
子
の
生
家
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
年
の
建
築
と
推

定
さ
れ
、
近
郷
唯
一
の
町
屋
形
式
で
非
常
に
貴
重
な
建
築
物

で
あ
り
、２
０
１
７
年
に
国
の
文
化
財
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。

生
家
を
改
修・保
存
す
る
こ
と
で
、詩
作
活
動
の
聖
地
と
な
り
、

文
化
・
芸
術
の
伝
承
に
結
び
つ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
市
に

と
っ
て
も
文
化
財
、
観
光
拠
点
施
設
と
し
て
大
き
な
資
源
と

な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
「
永
瀬
清
子
の
里
づ
く
り

事
業
」
の
一
環
と
し
て
、
生
家
の
改
修
、
周
辺
整
備
事
業
を

進
め
、
活
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

【
賛
成
討
論
】

　

民
間
の
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
浄
財
に
よ
っ
て
保
存
の

た
め
の
改
修
が
行
わ
れ
、
２
０
１
７
年
に
は
母
屋
と
井
戸
の

建
屋
が
国
の
文
化
財
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、資
金
不
足
に
よ
り
維
持
は
立
ち
行
か
な
い
状
態
に
な
っ

て
い
る
の
で
早
急
に
、
崩
れ
る
前
に
こ
の
市
の
財
産
で
あ
る

生
家
の
保
存
の
た
め
に
物
理
的
な
支
援
を
お
願
い
す
る
。

請
願
第
７
号　

国
民
健
康
保
険
の
子
供
に
か
か
る
均
等
割

保
険
料
（
税
）
減
免
措
置
の
導
入
を
求
め
る
国
へ
の
意
見

書
の
提
出
を
求
め
る
請
願�

【
採
択
】

請
願
第
８
号　

30
年
来
の
人
権
侵
害
・
健
康
被
害
・
財
産

権
の
侵
害
に
、
誠
実
な
対
応
と
謝
罪
を
求
め
る
請
願

�

【
不
採
択
】

【
要
旨
】

　
平
成
元
年
８
月
か
ら
始
ま
っ
た「
大
苅
田
地
区
圃
場
整
備
」

は
違
法
な
補
助
金
の
過
大
算
定
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
苅

田
征
三
は
違
法
行
為
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
苅
田
征
三
は
人
権
侵
害
、
健
康
被
害
、

財
産
の
侵
害
を
受
け
て
き
た
。
合
併
後
も
隠
ぺ
い
、
人
権
侵

害
の
発
言
を
含
め
、
二
重
三
重
の
被
害
を
受
け
て
い
る
。
貴

議
会
と
し
て
執
行
部
に
よ
る
住
民
蔑
視
、
不
公
平
な
事
務
事

業
を
早
急
に
解
消
し
、
苅
田
征
三
に
対
し
長
年
に
わ
た
り
心

身
と
も
に
被
害
を
か
け
て
き
た
こ
と
に
真
剣
に
向
き
合
い
、

誠
実
に
謝
罪
す
る
こ
と
を
求
め
て
ほ
し
い
。

【
賛
成
討
論
】

　
こ
の
請
願
は
基
本
的
人
権
、健
康
被
害・個
人
の
財
産
な
ど
、

ず
っ
と
迫
害
を
受
け
て
き
て
も
お
金
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、

名
誉
回
復
と
謝
罪
を
求
め
て
い
る
。
そ
う
い
う
請
願
で
あ
る

の
で
採
択
を
求
め
た
い
。

校
給
食
は
単
に
地
域
の
食
材
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
さ
ら
に
進

ん
で
有
機
無
農
薬
の
食
材
を
子
ど
も
た
ち
に
し
っ
か
り
と
提

供
し
よ
う
と
い
う
時
代
に
来
て
い
る
。
こ
れ
は
民
間
で
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
営
利
を
生
ま
な
い
公
共
だ
か
ら

で
き
る
の
で
あ
る
。
子
育
て
す
る
な
ら
あ
か
い
わ
市
と
い
う

以
上
、
本
当
に
子
ど
も
の
食
の
問
題
・
子
ど
も
の
教
育
の
環

境
の
問
題
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
き
ち
ん
と
責
任
を
取
る
政

策
が
一
番
大
事
で
あ
る
。
こ
の
事
業
に
は
反
対
す
る
。

議
第
88
号　

�

令
和
元
年
度
赤
磐
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議
第
89
号　

�

令
和
元
年
度
赤
磐
市
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

【
反
対
討
論
】

　

国
民
健
康
保
険
も
介
護
保
険
も
今
回
の
補
正
予
算
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
普
及
し
な
い
の
で
、
利
用
さ
せ
よ
う
と

国
の
政
策
の
と
お
り
予
算
を
上
げ
て
き
て
い
る
。
全
国
的
に

も
情
報
が
漏
れ
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は

安
心
し
て
カ
ー
ド
な
ど
持
て
な
い
。
こ
ん
な
な
し
崩
し
的
な

や
り
方
に
は
反
対
す
る
。

議
第
90
号　

�

赤
磐
市
不
適
正
事
務
処
理
に
関
す
る
第
三

者
委
員
会
条
例

議
第
91
号　

�

令
和
元
年
度
赤
磐
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）

【
反
対
討
論
】

　

市
長
が
任
命
す
る
公
正
公
平
な
委
員
会
と
い
う
の
は
残
念

な
が
ら
信
頼
に
値
し
な
い
と
思
っ
て
お
り
、
第
90
号
に
反
対

す
る
。
第
91
号
も
説
明
を
聞
い
て
も
納
得
で
き
な
い
の
で
反

対
す
る
。
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発
議
第
15
号　

看
護
師
の
全
国
を
適
用
地
域
と
し
た
特
定

最
賃
の
新
設
を
求
め
る
意
見
書�

【
可
決
】

発　

議

発　

議

【
要
旨
】

　

高
齢
化
が
進
む
中
で
厚
生
労
働
省
は
、
２
０
２
５
年
に
向

け
た
看
護
職
員
の
推
計
と
確
保
策
の
中
で
、
看
護
職
員
の
必

要
数
は
２
０
０
万
人
と
試
算
し
た
。
し
か
し
、
医
療
・
看
護

の
現
場
で
は
引
き
続
き
厳
し
い
労
働
環
境
と
低
賃
金
の
も
と
、

看
護
師
の
定
着
が
進
ま
ず
、
高
い
離
職
率
の
中
、
慢
性
的
な

人
員
不
足
が
続
い
て
い
る
。

　

全
産
業
の
平
均
よ
り
も
低
い
看
護
師
の
賃
金
水
準
の
原
因

の
１
つ
に
は
、
働
く
地
域
に
よ
っ
て
初
任
給
の
月
額
の
差
が

約
９
万
円
に
も
な
り
、
看
護
師
の
地
域
偏
在
や
離
職
者
増
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
。
医
療
施
設
等
の
安
全
・
安
心
な
職
員

体
制
や
医
療
・
看
護
現
場
で
働
く
労
働
者
の
処
遇
の
確
保
は

国
の
責
任
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
看
護
師
の
賃
金
の
底

上
げ
を
図
り
、
安
全
・
安
心
の
医
療
、
看
護
体
制
を
確
保
す

る
た
め
に
、
全
国
を
適
用
対
象
と
し
た
看
護
師
の
最
低
賃
金

を
新
設
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

【
意
見
書
提
出
先
】
厚
生
労
働
大
臣

発
議
第
16
号　

介
護
従
事
者
の
全
国
を
適
用
地
域
と
し
た

特
定
最
賃
の
新
設
を
求
め
る
意
見
書�

【
可
決
】

【
要
旨
】

　

高
齢
化
が
進
む
中
で
、
介
護
従
事
者
の
人
材
確
保
・
離
職

防
止
対
策
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
来
、
介
護
施
設
等
の
安
全
・
安
心
な
職
員
体
制
や
介
護

現
場
で
働
く
労
働
者
の
処
遇
の
確
保
は
国
の
責
任
で
行
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、現
実
に
は
事
業
所
の
努
力
に
委
ね
ら
れ
、

処
遇
改
善
も
利
用
者
、
国
民
の
負
担
に
依
拠
し
、
さ
ら
に
は

介
護
報
酬
の
引
き
下
げ
に
よ
っ
て
処
遇
改
善
や
体
制
確
保
を

不
安
定
に
し
て
い
る
。
介
護
従
事
者
の
賃
金
底
上
げ
な
ど
処

遇
の
改
善
、
人
材
確
保
と
体
制
強
化
を
実
現
す
る
た
め
、
全

国
を
適
用
対
象
と
し
た
介
護
従
事
者
の
最
低
賃
金
を
新
設
す

る
こ
と
を
求
め
る
。

【
意
見
書
提
出
先
】
厚
生
労
働
大
臣

発
議
第
17
号　

国
民
健
康
保
険
の
子
ど
も
に
か
か
る
均
等

割
り
保
険
料
（
税
）
減
免
措
置
の
導
入
を
求
め
る
意
見
書

�

【
可
決
】

【
要
旨
】

　

被
用
者
保
険
で
は
、
被
保
険
者
の
報
酬
額
に
よ
り
保
険
料

が
算
定
さ
れ
る
た
め
、
扶
養
す
る
子
ど
も
の
人
数
が
増
え
て

も
保
険
料
は
変
わ
ら
な
い
。

　

他
方
、
国
民
健
康
保
険
は
世
帯
内
の
す
べ
て
の
加
入
者
に

均
等
割
り
保
険
料
（
税
）
が
賦
課
さ
れ
る
た
め
、
子
ど
も
の

人
数
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
保
険
料
（
税
）
の
負
担
が
増

す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
国
民
健
康
保
険
の
固
有
の
保
険
料
（
税
）
の
算
出
方

式
が
、
被
用
者
保
険
よ
り
も
高
い
原
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て

い
る
。
医
療
保
険
制
度
間
の
公
平
と
と
も
に
、
経
済
的
な
負

担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
で
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

【
意
見
書
提
出
先
】
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
厚
生
労
働

大
臣
、
総
務
大
臣

発
議
第
14
号　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
配
送
業
務
、
吉
井

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
転
業
務
に
係
る
公
金
支
出
、
及
び
関
与

し
た
議
員
か
ら
聞
き
取
り
し
た
事
項
と
の
齟
齬
に
つ
い
て
、

並
び
に
公
文
書
改
ざ
ん
等
の
調
査
に
関
す
る
決
議
案

�
【
可
決
】

【
要
旨
】

　
３
ペ
ー
ジ
目
の
百
条
委
員
会
設
置
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
賛
成
討
論
】

▽
９
月
議
会
の
中
で
百
条
委
員
会
が
否
決
さ
れ
て
以
降
、
市

民
の
大
き
な
怒
り
が
渦
巻
い
て
い
る
。
今
朝
の
時
点
で
真
相

究
明
を
求
め
る
署
名
が
７
９
２
筆
集
ま
っ
て
い
る
。
時
間
が

な
い
中
で
こ
れ
だ
け
の
思
い
が
百
条
を
進
め
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
賛
同
を
お
願
い
す
る
。

▽
９
月
議
会
で
百
条
委
員
会
の
設
置
に
賛
成
し
て
是
非
や
り

た
い
と
思
っ
て
い
た
が
否
決
と
な
っ
た
。

　

百
条
設
置
に
反
対
の
議
員
の
多
く
は
、
今
は
警
察
が
捜
査

を
し
て
い
る
の
で
事
情
が
落
ち
着
く
ま
で
、
結
果
が
出
る
ま

で
は
、
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
と
思
う
。
現
在
警
察
の
調
べ

も
進
み
、
一
段
落
つ
い
た
の
で
は
と
思
う
。
賛
同
を
お
願
い

す
る
。

▽
市
議
会
に
自
浄
作
用
が
あ
る
の
か
今
問
わ
れ
て
い
る
。
市

側
も
第
三
者
委
員
会
を
設
置
し
て
、
真
相
究
明
に
取
り
組
ん

で
い
く
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

12
月
の
総
務
文
教
常
任
委
員
会
で
教
育
委
員
会
の
不
正
に

つ
い
て
質
問
し
よ
う
と
し
た
が
、
委
員
長
に
よ
っ
て
一
切
の

質
問
が
で
き
な
か
っ
た
。
所
管
で
あ
る
総
務
文
教
常
任
委
員

会
で
質
問
が
で
き
な
け
れ
ば
ど
こ
で
解
明
す
る
の
か
。
解
明

で
き
る
手
段
は
百
条
委
員
会
し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

９
月
議
会
で
百
条
委
員
会
の
設
置
に
反
対
し
た
議
員
、
も

う
議
員
を
か
ば
う
の
を
や
め
る
べ
き
。
そ
れ
こ
そ
が
今
回
の

事
件
の
発
端
で
あ
る
と
考
え
る
。
真
相
究
明
す
る
こ
と
が
市

で
不
正
が
二
度
と
起
き
な
い
た
め
の
一
番
の
予
防
策
で
あ
る

と
考
え
る
。
賛
成
し
て
市
民
の
声
に
応
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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12月定例会のあらまし

令和元年12月第５回赤磐市議会定例会審議結果

議案番号 案                件 議決結果
永
徳
省
二

大
森
進
次

佐
藤　
武

佐
々
木
雄
司

光
成
良
充

保
田　
守

大
口
浩
志

治
徳
義
明

原
田
素
代

行
本
恭
庸

松
田　
勲

北
川
勝
義

福
木
京
子

佐
藤
武
文

岡
崎
達
義

下
山
哲
司

実
盛
祥
五

金
谷
文
則

議 第 ５ ３ 号 第２次赤磐市総合計画の一部改訂について 可決 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議 第 ５ ８ 号 赤磐市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一
部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議 第 ５ ９ 号 赤磐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ６ ６ 号 赤磐市立公民館条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ６ ７ 号 赤磐市立図書館条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ６ ８ 号 赤磐市大苅田読書公園管理センター条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ６ ９ 号 赤磐市くまやまふれあいセンター条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ０ 号 赤磐市吉井会館条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ １ 号 赤磐市竜天天文台公園条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ２ 号 赤磐市体育施設条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ３ 号 赤磐市吉井Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ４ 号 赤磐市桜が丘いきいき交流センター条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ５ 号 赤磐市山陽総合福祉センター条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ６ 号 赤磐市赤坂健康管理センター条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ７ 号 赤磐市伝統的家屋活用交流施設条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ８ 号 赤磐市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ７ ９ 号 赤磐市熊山英国庭園条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ８ ０ 号 赤磐市是里ロッジ条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ８ １ 号 赤磐市交流促進センター条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ８ ２ 号 赤磐市農村型リゾート宿泊体験施設条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ８ ３ 号 赤磐市都市公園条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ８ ７ 号 令和元年度赤磐市一般会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ―
議 第 ８ ８ 号 令和元年度赤磐市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ８ ９ 号 令和元年度赤磐市介護保険特別会計補正予算（第２号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ９ ０ 号 赤磐市不適正事務処理に関する第三者委員会条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ９ １ 号 令和元年度赤磐市一般会計補正予算（第４号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
請 願 第 ４ 号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願 採択 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ―
請 願 第 ５ 号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ―
請 願 第 ６ 号 永瀬清子生家の改修・保存に関する請願書 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ―

請 願 第 ７ 号 国民健康保険の子どもにかかる均等割保険料（税）減免措置の導入
を求める国への意見書の提出を求める請願 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ―

請 願 第 ８ 号 30年来の人権侵害、健康被害、財産権の侵害に、誠実な対応と謝罪
を求める請願 不採択 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ―

発議第１５号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書 可決 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ―
発議第１６号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ―

発議第１７号 国民健康保険の子どもにかかる均等割保険料（税）減免措置の導入
を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ―

発議第１４号
学校給食センターの配送業務、吉井スクールバス運転業務に係る公
金支出、及び関与した議員から聞き取りした事項との齟齬について、
並びに公文書改ざん等の調査に関する決議案

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除
斥 ○ ○ ○ ○ ○ ―

○＝賛成　●＝不賛成
※金谷文則議長は地方自治法第116条第２項の規定により議決に加わることができません。
※発議第14号について、北川勝義議員は地方自治法117条の規定により除斥となります。

議案番号 案                件 議決結果

議 第 ５ ４ 号
山陽桜が丘清掃センター及び最終処分場
浸出水処理施設解体撤去工事請負変更契
約の締結について

可決

議 第 ５ ５ 号 赤坂環境センター解体撤去工事請負変更
契約の締結について 可決

議 第 ５ ６ 号 赤磐市会計年度任用職員の給与等に関す
る条例 可決

議 第 ５ ７ 号 赤磐市バス運行に関する条例の一部を改
正する条例 可決

議 第 ６ ０ 号 赤磐市災害弔慰金の支給等に関する条例
の一部を改正する条例 可決

議 第 ６ １ 号 赤磐市下水道事業の設置等に関する条例 可決

議 第 ６ ２ 号 赤磐市下水道事業の剰余金の処分等に関
する条例 可決

※下記に記載する議案については、全会一致で可決しています。

議案番号 案                件 議決結果
議 第 ６ ３ 号 赤磐市下水道条例の一部を改正する条例 可決

議 第 ６ ４ 号 赤磐市道路占用料徴収条例の一部を改正
する条例 可決

議 第 ６ ５ 号 赤磐市水道条例の一部を改正する条例 可決

議 第 ８ ４ 号 赤磐市山陽総合福祉センターの指定管理
者の指定について 可決

議 第 ８ ５ 号 赤磐市赤坂福祉サービスセンター「春の
家」の指定管理者の指定について 可決

議 第 ８ ６ 号 地域活動支援センターよしいの指定管理
者の指定について 可決

発議第１８号 委員会の閉会中の継続調査及び審査につ
いて 可決
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委員会のうごき

　
県
教
育
委
員
会
に
お
い

て
高
校
再
編
整
備
基
準
を
掲

げ
、
令
和
７
年
度
以
降
に
再

編
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
際
に
通
学
の
利
便
性
や

地
元
自
治
体
か
ら
の
進
学
状

況
な
ど
、
地
域
の
状
況
を
考

慮
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
瀬
戸
高
校
、
瀬
戸
南
高

校
、
和
気
閑
谷
高
校
へ
赤
磐

市
か
ら
た
く
さ
ん
進
学
し
て

い
れ
ば
再
編
の
際
に
考
慮
さ

れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
令
和
２
年
度
か
ら
６
年

度
ま
で
の
後
期
計
画
だ
が
、

途
中
で
見
直
し
は
行
う
の
か
。

　
基
本
的
に
見
直
し
は
行

わ
な
い
。

　
保
育
士
の
労
働
環
境
に

つ
い
て
、
総
合
計
画
と
現
場

の
状
況
は
齟
齬
が
あ
る
の
か
。

　
総
合
計
画
の
た
め
現
場

と
の
齟
齬
は
書
き
き
れ
て
い

な
い
。現
場
と
調
整
を
行
い
、

保
育
士
の
確
保
な
ど
体
制
を

整
え
て
い
き
た
い
。

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

を
基
に
同
種
の
委
員
の
日
額

を
参
考
に
金
額
を
定
め
て
い

る
。

　
第
三
者
委
員
会
に
任
せ

な
い
と
原
因
究
明
が
で
き
な

い
の
か
。

　
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

調
査
を
含
め
、
法
律
の
専
門

家
、
監
査
に
た
け
た
人
の
知

識
、
経
験
も
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
に
中
立
的
な
立
場

で
の
調
査
結
果
が
不
可
欠
と

思
っ
て
い
る
。

12
月
６
日
、
18
日
に
総
務
文
教
常
任
委
員
会
を
行
っ

た
。

議
案
17
件
、
請
願
１
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

総務文教
常任委員会

12
月
６
日

第
２
次
赤
磐
市
総

合
計
画
の
一
部
改

訂

吉井学校給食センター

条
例
改
正

バ
ス
運
行
に
関
す

る
条
例

　
対
象
者
は
75
歳
以
上
だ

が
、
年
齢
確
認
は
ど
う
す
る

の
か
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
等
、
公
的
に
発
行
さ

れ
た
年
齢
が
わ
か
る
も
の
で

確
認
す
る
。

公
民
館
条
例

　
使
用
料
値
上
げ
の
根
拠

は
。

　
消
費
税
法
の
改
正
に
よ

り
、
２
％
分
の
引
き
上
げ
改

定
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

12
月
18
日

　
高
校
誘
致
に
つ
い
て
改

訂
案
の
中
に
入
っ
て
い
な
い

の
は
な
ぜ
か
。

　
現
在
の
人
口
減
少
、
少

子
高
齢
化
が
進
展
し
て
い
る

事
実
を
踏
ま
え
る
と
プ
ラ
ス

１
校
は
不
可
能
と
考
え
る
。

し
か
し
、
誘
致
に
つ
い
て
努

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
総
合
計

画
の
中
に
は
「
重
点
戦
略　

子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
教

育
環
境
創
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

に
含
め
て
お
り
、
個
別
の
記

述
は
行
わ
な
い
。

　
高
校
誘
致
に
つ
い
て
意

見
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
現

実
問
題
と
し
て
誘
致
が
可
能

な
の
か
。

不
適
正
事
務
処
理

に
関
す
る
第
三
者

委
員
会
条
例
の
制

定

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
な
っ
て
い
る
が
、
強

制
力
は
な
い
。
協
力
し
て
も

ら
え
な
い
場
合
は
ど
う
す
る

の
か
。

　
強
制
力
ま
で
は
定
め
て

い
な
い
。
第
三
者
委
員
会
の

立
ち
位
置
等
を
説
明
し
、
関

係
者
の
理
解
を
得
て
進
め
て

い
き
た
い
。

　
報
酬
８
５
０
０
円
の
根

拠
は
何
か
。

　
赤
磐
市
特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及

　

委
員
の
選
定
に
つ
い

て
、
議
会
の
承
認
を
得
る
こ

と
は
考
え
て
い
る
の
か
。

　
承
認
ま
で
は
必
要
な
い

と
考
え
て
い
る
。

　
令
和
元
年
度
中
の
開
催

は
２
回
で
い
い
の
か
。
ス

ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
説
明
責

任
を
果
た
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

　
岡
山
弁
護
士
会
に
依
頼

し
て
弁
護
士
を
選
任
す
る
ま

で
に
時
間
が
か
か
る
。ま
た
、

今
回
の
事
案
は
相
当
探
求
し

て
も
ら
わ
な
い
と
具
体
的
に

審
議
で
き
な
い
と
考
え
て
い

る
の
で
、
現
在
は
２
回
の
開

催
を
考
え
て
い
る
。

　
岡
山
弁
護
士
会
か
ら
の

推
薦
が
な
い
場
合
、
委
員
会

を
開
催
す
る
の
か
。

　
推
薦
は
必
ず
も
ら
え
る

よ
う
努
力
す
る
。

　
第
６
条
で
意
見
の
聴
取

等
に
つ
い
て
、
必
要
な
資
料
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12
月
９
日
厚
生
常
任
委
員
会
を
行
っ
た
。

議
案
10
件
、
請
願
３
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

厚 生
常任委員会

山
陽
桜
が
丘
清
掃
セ

ン
タ
ー
及
び
最
終
処

分
場
浸
出
水
処
理
施

設
解
体
撤
去
工
事
請

負
変
更
契
約
の
締
結

　
財
源
に
つ
い
て
国
か
ら

何
ら
か
の
補
助
金
が
出
る
可

能
性
は
あ
る
の
か
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
予
定
は

な
い
。
変

更
分
の
財

源
は
、
元

の
解
体
工

事
そ
の
も

の
が
合
併

特
例
債
事

業
と
し
て

位
置
づ
け

ら
れ
て
お

り
、
増
加

分
も
合
併

特
例
債
の

対
象
に

な
っ
て
い

る
。

地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
よ
し
い
（
つ
つ

じ
荘
）
の
指
定
管
理

者
の
指
定

　
以
前
、
就
労
継
続
支
援

Ｂ
型
事
業
へ
の
移
行
が
懸
案

に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
た

が
、
現
在
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
。

　
現
在
は
Ｂ
型
に
移
行
し

て
運
営
し
て
い
る
。

山陽桜が丘清掃センター解体工事現場

山
陽
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
条
例
の
一

部
改
正

い
る
。

　
市
民
の
生
活
へ
の
配
慮

と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
検

討
し
た
の
か
。

　
電
気
代
、
水
道
代
等
の

経
費
に
消
費
税
が
か
か
っ
て

い
る
。
利
用
す
る
人
と
し
な

い
人
と
の
均
衡
も
考
慮
し
、

負
担
の
公
平
性
の
確
保
の
観

点
か
ら
値
上
げ
す
る
も
の
で

あ
る
。

国
民
健
康
保
険

特
別
会
計

補
正
予
算

　
シ
ス
テ
ム
の
変
更
と
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
の
関
係
に

つ
い
て
説
明
を
。

　
被
保
険
者
の
正
し
い
資

格
情
報
を
医
療
機
関
等
と
オ

ン
ラ
イ
ン
で
効
率
的
に
確
認

で
き
る
よ
う
に
す
る
仕
組
み

で
あ
る
。
保
険
者
に
お
け
る

資
格
管
理
事
務
の
効
率
化
に

資
す
る
も
の
で
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
。

　
令
和
３
年
３
月
か
ら
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康

保
険
証
利
用
を
本
格
実
施
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
健
康
保
険
証
が
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
中
に
入
る

と
い
う
こ
と
か
。

　
中
に
入
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
医
療
保
険
情
報
を

つ
な
げ
る
た
め
の
準
備
で
あ

る
。

　
国
民
健
康
保
険
に
個
人
を

特
定
で
き
る
番
号
を
持
た

せ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
提
示
す
る
と
デ
ー
タ
を
取

り
に
い
く
形
に
な
る
。

介
護
保
険

特
別
会
計

　
シ
ス
テ
ム
改
修
に
つ
い

て
説
明
を
。

厚
生
常
任
委
員
会
視
察
研
修
報
告

11
月
18
日

令
和
２
年

１
月
14
日

　
使
用
料
の
具
体
的
な
計

算
方
法
に
つ
い
て
説
明
を
。

　
現
在
の
使
用
料
を
消
費

税
率
８
％
で
割
り
戻
し
た
も

の
に
10
％
を
掛
け
、
10
円
未

満
を
切
り
捨
て
て
算
出
し
て

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費

に
関
す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関

係
の
シ
ス
テ
ム
改
修
で
あ
る
。

　
国
が
改
修
す
る
の
で
、
連

動
的
に
県
、
市
町
村
も
改
修

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
エ
ス
ク
岡
山
株
式
会
社

を
視
察
し
た
。

　
現
在
操
業
し
て
い
る
山

手
地
区
で
の
産
業
廃
棄
物

最
終
処
分
場
の
現
状
と
水

質
管
理
の
状
況
の
説
明
を

受
け
た
。

　
そ
し
て
、既
存
の
処
分
場

に
隣
接
し
て
計
画
し
て
い

る
新
た
な
処
分
場
の
概
要

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

　
今
後
、
岡
山
県
へ
事
前

計
画
書
の
提
出
を
行
い
、

各
種
申
請
の
審
査
・
検
査

を
経
て
、
許
可
が
下
り
れ

ば
令
和
５
年
を
目
標
に
開

業
を
目
指
す
と
聞
い
て
い

る
。

　
広
島
県
府
中
市
の
「
府

中
市
こ
ど
も
の
国
ポ
ム
ポ

ム
」
を
視
察
し
た
。

　
施
設
を
見
学
し
、
そ
の

後
、
説
明
を
受
け
て
質
疑

応
答
を
行
っ
た
。

　
主
な
も
の
は
、
旧
児
童

館
を
こ
ど
も
の
国
ポ
ム
ポ

ム
と
し
て
オ
ー
プ
ン
さ
せ

る
ま
で
の
経
緯
・
費
用
、

利
用
料
、
利
用
者
数
、
利

用
者
の
声
、
今
後
の
課
題

等
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ

し
て
、
府
中
市
の
子
育
て

支
援
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
も
説
明
を
受
け
た
。
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今
ま
で
改
正
を
し
な

か
っ
た
理
由
は
何
か
。

　
他
市
の
状
況
を
注
視
し

て
い
た
た
め
で
あ
る
。
他
市

12
月
10
日
に
産
業
建
設
常
任
委
員
会
を
行
っ
た
。

議
案
11
件
、
請
願
１
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

産業建設
常任委員会

下
水
道
事
業
の
設

置
等
に
関
す
る
条

例
及
び
下
水
道
事

業
の
剰
余
金
の
処

分
等
に
関
す
る
条

例

道
路
占
用
料
徴
収

条
例

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
数
年

前
ま
で
は
改
正
し
て
い
な
い

市
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
は

赤
磐
市
と
新
見
市
の
み
が
改

正
し
て
い
な
い
状
況
で
あ

る
。
他
市
が
改
正
し
て
い
る

た
め
、
市
も
改
正
す
る
こ
と

に
し
た
。

　
占
用
物
件
の
数
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。

　
占
用
物
件
の
数
は
、
電

柱
約
５
０
０
０
本
、
電
話
柱

約
３
０
０
０
本
、
架
空
線
約

４
５
０
㎞
、
ガ
ス
管
約
２
５

０
㎞
で
あ
る
。

　
場
所
に
よ
っ
て
価
格
の

違
い
は
あ
る
の
か
。

　
赤
磐
市
は
ど
こ
で
も
同

じ
金
額
で
あ
る
。

熊
山
英
国
庭
園
条

例

方
法
に
つ
い
て
説
明
を
。

　
現
在
の
使
用
料
が
税
込

み
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
旧

税
率
１
・
08
で
割
り
、
新
税

率
１
・
１
を
掛
け
て
い
る
。

10
円
未
満
は
切
り
捨
て
で
あ

る
。

　
使
用
料
の
値
上
げ
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
。

　
施
設
の
維
持
管
理
は
利

用
者
負
担
で
あ
る
使
用
料
と

税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い

る
。
市
全
体
の
取
り
組
み
と

し
て
増
税
部
分
の
２
％
を
転

嫁
す
る
考
え
で
進
め
て
い
る
。

条
例
制
定

　
県
下
自
治
体
の
下
水
道

事
業
の
財
務
規
定
適
用
状
況

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
岡
山
市
、
津
山
市
、
備

前
市
、
瀬
戸
内
市
、
美
作
市

で
は
す
で
に
適
用
し
て
い
る
。

　
財
務
規
定
を
適
用
し
た

際
の
メ
リ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
の
か
。

　
メ
リ
ッ
ト
は
、
貸
借
対

照
表
、
損
益
計
算
書
な
ど
の

財
務
諸
表
の
作
成
に
よ
り
、

経
営
状
況
、
資
産
な
ど
の
適

切
な
把
握
が
可
能
に
な
る
こ

と
で
あ
る
。

赤坂適塾

英国庭園

条
例
改
正

下
水
道
条
例

　
県
下
自
治
体
の
成
年
被

後
見
人
制
度
の
適
用
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
来
年
度
中
に
は
ほ
ぼ
県

水
道
条
例

　
市
の
登
録
事
業
者
数
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
９
月
１
日
現
在
で
２
４

６
者
で
あ
る
。

　

住
民
に
と
っ
て
の
メ

リ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
の
か
。

　
現
在
、
５
年
で
登
録
事

業
者
の
更
新
を
す
る
よ
う
考

え
て
い
る
。
住
民
へ
の
メ

リ
ッ
ト
は
、
事
業
者
の
廃
業

や
経
営
状
況
の
変
化
を
更
新

伝
統
的
家
屋
活
用

交
流
施
設
条
例

　
宿
泊
者
の
詳
細
説
明
を
。

　
一
般
の
宿
泊
で
大
人
25

名
、
子
供
24
名
、
お
た
め
し

住
宅
の
利
用
が
16
世
帯
33
名

で
あ
る
。

　
改
正
後
の
金
額
の
計
算

下
全
域
に
お
い
て
条
例
改
正

が
さ
れ
る
と
把
握
し
て
い
る
。

時
に
把
握
す
る
こ
と
で
不
良

業
者
を
排
除
す
る
こ
と
が
で

き
、
質
の
向
上
が
図
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
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予算審査の流れ

各分科会（総務文教・厚生・産業建設）
へ案件を分担

①予算審査特別委員会
　委員長報告
②討論、採決

予算審査特別委員会
へ議案付託

①各分科会委員長報告
　質疑
②採決

予算審査特別委員会

予算審査特別委員会本　会　議

本　会　議

予算審査特別委員会
分科会

総
務
文
教

分担案件の審査

厚
　
　生

産
業
建
設

赤磐市議会では、今まで一般会計の予算議案は３つの常任委員会に分割付託して審査していました
が、議案不可分の原則に反するなど手続き上の問題があること、また議会のチェック機能を高める
ために全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、分科会に分担して審査をすることにしまし
た。特別会計の予算議案はそれぞれの常任委員会で審査します。

２
月
20
日
（
木
）
議
案
上
程

２
月
21
日
（
金
）
議
案
上
程

２
月
25
日
（
火
）
一
般
質
問

２
月
26
日
（
水
）
一
般
質
問

２
月
27
日
（
木
）
一
般
質
問

３
月
２
日
（
月
）�

質
疑
・
委
員
会
付
託

３
月
４
日
（
水
）�

厚
生
常
任
委
員
会
・
予

算
審
査
特
別
委
員
会
厚

生
分
科
会

３
月
５
日
（
木
）�

産
業
建
設
常
任
委
員
会・

予
算
審
査
特
別
委
員
会

産
業
建
設
分
科
会

３
月
６
日
（
金
）�

総
務
文
教
常
任
委
員
会・

予
算
審
査
特
別
委
員
会

総
務
文
教
分
科
会

３
月
16
日
（
月
）
予
算
審
査
特
別
委
員
会

３
月
23
日
（
月
）�

最
終
日（
委
員
長
報
告・

質
疑
・
討
論
・
採
決
）

※�

こ
の
日
程
は
予
定
で
す
。
日
程
は
、
２

月
13
日
開
催
の
議
会
運
営
委
員
会
で
決

定
し
ま
す
。

３
月
議
会
の

お
知
ら
せ

予算審査特別委員会の設置について
　11月26日の本会議において予算審査特別委員会の設置について発議があり、全会一致で
可決した。
　委員は全議員18人で、同日委員会を開催し、委員長に大口浩志議員、副委員長に保田守
議員を選出した。

予算の審査方法が変わりました
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12
月
13
日
、
18
日
に
全
議
員
で
構
成
す
る
予
算
審

査
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
議
案
２
件
に
つ
い
て

審
査
し
た
。

予算審査
特別委員会

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
第
87
号
赤
磐
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）、
議

第
91
号
赤
磐
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
各

分
科
会
に
分
担
し
て
審
査

し
、
開
催
順
に
従
っ
て
総
務

文
教
分
科
会
お
よ
び
厚
生
分

科
会
の
各
分
科
会
委
員
長
か

ら
報
告
を
受
け
、審
査
し
た
。

な
お
、
産
業
建
設
分
科
会
は

分
担
案
件
が
な
か
っ
た
た
め

開
催
し
て
い
な
い
。

　
各
分
科
会
の
審
査
内
容
の

主
な
も
の
は
下
記
の
「
総
務

文
教
分
科
会
」、「
厚
生
分
科

会
」に
記
載
の
通
り
で
あ
る
。

　
予
算
審
査
特
別
委
員
会
で

は
、
各
分
科
会
委
員
長
か
ら

報
告
を
受
け
た
の
ち
、
報
告

に
対
し
て
の
質
疑
を
行
っ
た
。

総
務
文
教
分
科
会

（
12
月
６
日
、
18
日
）

補
正
・
予
備
費
を
計
上
す
る

可
能
性
も
あ
る
。

　
債
務
負
担
行
為
の
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー

事
業
費
９
０
２
万
８
０
０
０

円
の
説
明
を
。

　
約
２
㎞
の
交
通
規
制
に

係
る
警
備
員
約
50
名
と
資

材
、
ミ
ニ
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ

ン
等
の
経
費
。
ま
た
、
小
学

５
年
生
か
ら
中
学
３
年
生
ま

で
の
児
童
・
生
徒
に
沿
道
で

応
援
し
て
も
ら
う
た
め
、
移

動
に
係
る
バ
ス
約
30
台
分
の

経
費
で
あ
る
。

　
事
業
費
は
単
市
負
担
か
。

国
か
ら
の
補
助
は
出
な
い
の

か
。

　
県
か
ら
４
０
０
万
円
を

限
度
に
補
助
が
あ
る
。
国
か

ら
は
現
在
の
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
特
別
支
援
学
級
増
に
伴

い
、
ど
れ
く
ら
い
の
教
員
増

を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

　
学
級
増
に
合
わ
せ
て
県

か
ら
１
学
級
１
人
の
教
員
が

派
遣
さ
れ
る
。

　
１
ク
ラ
ス
の
生
徒
数
は

３
～
４
人
程
度
か
。

　
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
県
の
決
ま
り

で
は
最
大
８
人
と
な
っ
て
い

る
が
、
低
学
年
と
高
学
年
に

分
け
る
な
ど
人
数
を
変
え
て

い
る
状
況
で
あ
る
。

　
支
援
学
級
に
指
導
員
を

置
く
こ
と
は
考
え
て
い
な
い

の
か
。

　
状
況
に
合
わ
せ
て
、
特

別
に
支
援
が
必
要
に
な
れ
ば

県
に
要
望
し
た
り
、
緊
急
を

要
す
る
場
合
は
市
費
で
対
応

す
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

中
央
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
調
理
業
務
委
託
に
つ
い

て
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
提
案
と

い
う
こ
と
だ
が
、
不
具
合
が

発
生
し
た
場
合
の
対
処
方
法

は
。

　
仕
様
書
の
中
に
対
処
方

法
を
盛
り
込
ん
で
、
補
償
を

し
っ
か
り
提
案
し
て
も
ら
う

よ
う
検
討
し
て
い
る
。

　
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
業

務
委
託
内
容
に
つ
い
て
、
以

前
の
説
明
と
変
わ
っ
た
と
こ

ろ
は
あ
る
の
か
。

　
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
な

い
。

12
月
18
日

12
月
６
日

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　
職
員
人
件
費
２
１
８
２

万
円
の
う
ち
、
人
事
院
勧
告

分
は
い
く
ら
か
。

　
１
２
３
万
６
０
０
０
円

で
あ
る
。

　
賦
課
徴
収
費
の
過
年
度

還
付
金
３
０
０
万
円
で
は
足

ら
な
い
状
況
と
聞
く
が
、
考

え
方
は
。

　
還
付
金
は
実
際
の
と
こ

ろ
見
込
み
が
立
た
な
い
。
過

去
３
年
を
振
り
返
り
、
同
時

期
に
ど
の
程
度
の
金
額
で

あ
っ
た
か
と
い
う
積
算
し
か

な
い
。
今
回
は
前
年
度
並
み

の
３
０
０
万
円
を
計
上
し
て

い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）

　
第
三
者
委
員
会
に
つ
い

て
、
報
酬
８
万
５
０
０
０
円

を
除
い
た
30
万
円
の
内
訳
に

つ
い
て
説
明
を
求
め
る
。

　
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取

り
、
資
料
精
査
等
の
調
査
に

関
わ
る
作
業
の
執
務
費
用
と

し
て
考
え
て
い
る
。

　
委
員
の
費
用
弁
償
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
交
通
費
と
し
て
１
㎞
あ

た
り
25
円
の
費
用
弁
償
を
予

定
し
て
い
る
。

　
委
員
が
会
議
に
出
席
し

た
場
合
、
日
額
８
５
０
０
円

の
報
酬
を
支
給
す
る
と
な
っ

て
い
る
。
弁
護
士
に
来
て
も

ら
う
場
合
、
日
額
８
５
０
０

円
で
は
少
な
い
と
思
う
が
ど

う
考
え
て
い
る
の
か
。

　
近
隣
市
町
村
の
実
績
を

踏
ま
え
、
調
査
等
の
執
務
費

用
と
し
て
上
限
30
万
円
を
予

算
計
上
し
て
い
る
。

厚
生
分
科
会

（
12
月
９
日
）

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　
障
害
者
福
祉
費
の
委
託

料
増
額
に
つ
い
て
、
説
明
資

料
に
利
用
者
数
の
増
加
に
伴

い
増
額
と
あ
る
が
、
実
際
ど

の
く
ら
い
増
え
た
の
か
。

　
10
月
分
ま
で
の
実
績
額

で
当
初
予
算
の
81
％
を
消
化

し
て
い
る
。
９
月
分
ま
で
の

利
用
件
数
は
昨
年
に
比
べ
て

74
％
増
加
し
て
い
る
。

　
生
活
保
護
費
の
返
還
金

に
つ
い
て
、内
容
の
説
明
を
。

　
当
初
予
算
で
１
０
０
世

帯
１
０
８
人
を
見
込
ん
で
お

り
、
実
績
は
91
世
帯
１
０
７

人
で
あ
る
。
適
用
に
な
っ
た

ケ
ー
ス
の
家
族
状
況
、
医
療

費
等
の
関
係
で
返
還
額
１
５

７
２
万
９
０
０
０
円
が
発
生

し
た
。
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いっぱん質問

市
民
の
意
識
調
査
な
ど
を

　
　
　
　
行
い
検
討
す
る

問答 複
合
型
介
護
福
祉
施
設
の

　
　
　
今
後
の
事
業
展
開
は

北川勝義議員

　
現
在
、
市
役
所
内
に
設

置
し
て
い
る
就
農
等
支
援
セ

ン
タ
ー
の
活
動
状
況
の
説
明

を
願
う
。

　

こ
の
就
農
等
支
援
セ
ン

タ
ー
は
農
業
振
興
の
拠
点
と

し
て
整
備
さ
れ
る
と
理
解
し

て
い
る
が
、
こ
の
整
備
に
あ

た
り
農
協
や
生
産
者
の
協
力

も
不
可
欠
で
あ
る
。
岡
山
東

農
協
が
合
併
す
る
こ
と
も
踏

ま
え
、
農
協
の
機
能
を
有
し

た
施
設
の
整
備
計
画
は
あ
る

か
。

　
就
農
等
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
新
規
就
農
や
農
業
経

営
等
に
つ
い
て
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
で
支
援
活
動
を
行
っ

て
い
る
。
本
年
度
は
９
月
末

ま
で
に
延
べ
２
３
０
件
対
応

し
た
。

　
施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、

市
の
農
業
を
取
り
巻
く
環
境

の
変
化
や
生
産
者
の
意
向
等

を
再
確
認
し
、
就
農
等
支
援

セ
ン
タ
ー
が
具
備
す
べ
き
内

容
を
検
討
し
て
い
る
。
若
い

就
農
者
の
生
活
の
安
定
や
人

材
育
成
、
新
技
術
の
普
及
や

導
入
の
た
め
に
は
、
岡
山
東

農
協
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
必
要
と

認
識
し
て
い
る
が
、
市
が
購

入
し
た
こ
の
土
地
を
農
協
に

売
り
、
農
協
の
支
店
を
作
る

こ
と
は
な
い
。

　
本
年
４
月
に
開
設
し
た

複
合
型
介
護
福
祉
施
設
ハ
ー

ト
フ
ル
太
陽
の
利
用
状
況
の

説
明
を
願
う
。

　
こ
の
よ
う
な
施

設
は
今
後
需
要
が

高
ま
る
と
思
う

が
、
過
疎
の
進
ん

で
い
る
吉
井
や
赤

坂
地
域
へ
の
整
備

計
画
は
ど
う
か
。

　
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
は

27
名
が
登
録
さ
れ

て
い
る
。
サ
ー
ビ

ス
付
き
高
齢
者
向

け
住
宅
は
20
部
屋

す
べ
て
が
契
約
を
終
了
し
て

い
る
。
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス

は
10
月
に
マ
ル
シ
ェ
が
開
催

さ
れ
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で
多
く
の
参
加
が
あ
っ
た
。

今
後
の
整
備
計
画
に
つ
い
て

は
、
令
和
２
年
に
次
期
介
護

保
険
計
画
の
策
定
期
に
入

る
。
市
民
の
意
識
調
査
や
事

業
者
へ
の
意
向
確
認
を
行
い

な
が
ら
、
前
向
き
に
検
討
す

る
。

さんさんマルシェの様子（ハートフル太陽）

表紙の一言

　写真は１月12日に桜が丘東地区で行われた「どんど祭り」の様子です。
　�どんど祭りは左義長とも言われ、その起源は平安時代の宮中行事にまでさかのぼる
と言われます。無病息災を祈り、悪疫退散を願う正月行事です。
　今年も息災で平和な一年でありますように。

問質般一

市の考えを問う
14人の議員が登壇し市の考えをただしました。

一般質問のページは質問した議員本人の原稿に基づいています。
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いっぱん質問

問

問

答

答

県立普通科高校学区の撤廃を

通学路・危険対策箇所の
　　　　　　　　　公表は

継続して県へ働きかける

市のホームページに
　　　　　　掲載した

松田　勲議員

永徳省二議員

除
と
な
る
。
こ
れ
か
ら
高
校

を
つ
く
る
話
は
ま
ず
あ
り
得

な
い
。
千
葉
県
の
よ
う
に
隣

接
の
学
区
が
選
択
で
き
る
よ

う
に
し
て
は
ど
う
か
。

　
瀬
戸
高
校
を
進
学
校
と

し
て
、
よ
り
実
績
を
上
げ
て

い
く
こ
と
が
第
一
。
市
内
に

高
校
が
な
い
と
い
う
こ
と
を

前
提
に
学
区
制
廃
止
を
他
市

に
先
駆
け
て
先
行
実
施
を
し

て
ほ
し
い
と
県
へ
強
く
働
き

か
け
て
い
く
。

市
内
の
学
区
の
選
択

制　
学
区
の
選
択
制
を
導
入

し
て
十
数
年
が
過
ぎ
た
。
子

ど
も
た
ち
、
地
域
の
た
め
に

も
こ
こ
で
制
度
の
問
題
点
を

検
証
し
、
改
善
に
向
け
取
り

組
む
べ
き
時
期
が
来
て
い
る

と
考
え
る
が
ど
う
か
。

　
例
え
ば
桜
が
丘
を
桜
が
丘

中
学
校
学
区
に
し
て
、
西
の

人
も
岡
山
市
の
よ
う
に
隣
接

教
育
委
員
会
の
不
正

に
つ
い
て

　
①
法
の
遵
守
は
で
き
て

い
る
の
か
。
組
織
管
理
は
で

き
て
い
る
の
か
②
８
月
の
教

育
委
員
会
の
会
議
回
数
は
、

そ
の
会
議
内
容
は
③
不
正
支

出
の
結
果
は
④
ど
の
議
員
に

金
銭
が
い
く
ら
支
払
わ
れ
た

の
か
⑤
公
文
書
改
ざ
ん
は
も

う
し
な
い
の
か
。

　
①
不
適
切
な
事
務
処
理

に
つ
い
て
、
市
民
の
信
頼
を

大
き
く
損
ね
る
こ
と
に
な

　
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の

可
能
性
を
引
き
出
す
選
択
肢

の
広
が
り
と
現
状
の
交
通
網

を
考
え
れ
ば
、
県
立
高
校
普

通
科
の
学
区
を
撤
廃
、
全
県

学
区
に
す
る
の
が
良
い
と
考

え
る
。
せ
め
て
学
区
外
は
定

員
の
５
％
と
い
う
枠
を
徐
々

に
緩
和
し
て
い
く
な
ど
、
県

教
育
委
員
会
へ
強
く
要
望
し

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
応
募
者
が
減
少
す
る
中
で

夫
婦
の
年
収
が
目
安
５
９
０

万
円
以
下
の
人
は
、
私
立
高

校
の
授
業
料
が
４
月
か
ら
免

さ
な
い
よ
う
に
、
電
子
決
裁

シ
ス
テ
ム
を
早
期
に
導
入
す

る
。通

学
路
の
安
全
確
保

に
つ
い
て

　
通
学
路
交
通
安
全
プ
ロ

グ
ラ
ム
・
危
険
対
策
箇
所
一

覧
表
に
は
、
危
険
な
所
が

い
っ
ぱ
い
あ
る
。
そ
れ
を
教

育
委
員
会
は
知
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
子
ど
も
た
ち
、
保

護
者
、
地
域
の
人
は
、
ど
こ

が
危
険
な
の
か
知
ら
な
い
。

そ
の
危
険
な
所
で
事
故
が
起

き
た
場
合
、
誰
の
責
任
か
。

公
表
を
明
記
し
な
が
ら
、
な

ぜ
５
年
間
も
ほ
っ
た
ら
か
し

に
し
た
の
か
。

　
大
変
申
し
わ
け
な
い
。

り
、
深
く
お
わ
び
す
る
。
全

職
員
に
対
し
て
法
令
遵
守
と

綱
紀
の
厳
正
な
保
持
に
つ
い

て
の
徹
底
、
そ
し
て
起
案
文

書
に
お
け
る
留
意
事
項
の
徹

底
を
図
っ
た
②
会
議
は
３

回
。そ
の
中
で
は
主
に
学
力・

学
習
状
況
調
査
の
結
果
、
ま

た
赤
磐
市
教
育
振
興
基
本
計

画
の
素
案
、
学
校
給
食
業
務

に
係
る
民
間
事
業
者
へ
の
業

務
委
託
に
関
す
る
こ
と
等
③

支
払
っ
た
賃
金
に
つ
い
て
、

細
部
に
チ
ェ
ッ
ク
を

行
っ
た
結
果
、
不
適

切
な
支
払
い
が
行
わ

れ
て
い
た
該
当
職
員

に
は
返
還
を
お
願
い

し
、
応
じ
て
も
ら
っ

て
い
る
④
聞
き
取
り

調
査
の
中
で
は
、
全

体
の
状
況
把
握
が
で

き
て
い
な
い
。
該
当

議
員
名
の
答
え
は
控

え
る
⑤
起
案
文
書
等

の
作
り
直
し
を
起
こ

の
磐
梨
中
学
校
を
選
択
で
き

る
よ
う
に
し
て
は
ど
う
か
。

　
改
め
て
再
編
あ
る
い
は

改
善
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
新
た
な
選
択
や
学
校
、

園
規
模
の
維
持
な
ど
の
課
題

が
生
じ
て
く
る
。
地
域
の
人

や
学
校
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
か
ら

幅
広
く
意
見
を
も
ら
い
な
が

ら
検
討
を
進
め
て
い
く
。

中
島
交
差
点
の
右
折

整
備

　
日
古
木
・
中
島
交
差
点

の
右
折
レ
ー
ン
と
右
折
信
号

の
設
置
は
、
現
在
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
関
係
地
権
者
と
設
計
協

議
中
で
あ
り
、
今
年
度
末
に

は
用
地
の
取
得
を
終
え
、
次

年
度
以
降
に
工
事
着
手
す
る

と
の
説
明
を
受
け
て
い
る
。

教育委員会

中島交差点付近（右折車の信号待ちの様子）
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いっぱん質問

問

答

職員の処分はどうするのか

正確な事実を把握し、
　　　適切に処理していく

問

答

赤磐市手話言語条例を
　　　　　　制定する考えは
条例制定に向けて
　　　　　　検討を始める

佐藤　武議員

佐々木雄司議員

め
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面

か
ら
浸
水
被
害
防
止
策
を
継

続
的
に
進
め
て
い
く
。

　
永
瀬
清
子
は
日
本
を
代

表
す
る
詩
人
で
あ
る
。
詩
作

活
動
の
生
家
を
保
存
し
、
文

化
芸
術
を
伝
承
す
る
こ
と
が

市
の
文
化
向
上
に
つ
な
が

る
。
さ
ら
に
観
光
資
源
と
し

て
周
辺
環
境
の
整
備
を
進
め

る
べ
き
だ
。

　
平
成
30
年
度
に
国
の
有

形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
事
業
内
容
に
よ
っ

て
は
補
助
金
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
管
理
団
体
と
連

携
し
な
が
ら
施
設
改
修
・
整

備
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い

く
。

　
周
辺
整
備
に
つ
い
て
も
有

効
な
財
源
確
保
を
研
究
し
な

が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
。

　
内
部
調
査
報
告
書
の
内

容
は
、
議
会
が
実
施
し
た
当

該
議
員
へ
の
聞
き
取
り
内
容

と
各
所
に
お
い
て
齟
齬
が
あ

る
。
特
に
は
金
品
授
受
に
関

し
て
の
部
分
だ
が
、
調
査
結

果
に
ど
の
く
ら
い
の
自
信
を

持
っ
て
い
る
の
か
。

　
複
数
の
臨
時
職
員
か
ら

議
員
に
金
銭
が
渡
さ
れ
て
い

た
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。

　
当
該
議
員
は
聞
き
取
り

の
際
、
時
系
列
を
ま
と
め
た

メ
モ
で
説
明
し
た
と
聞
い
て

　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
や
給
食

配
送
員
を
用
意
す
る
際
、
組

合
と
い
う
方
式
を
一
時
検
討

し
た
が
、
結
果
、
直
接
雇
用

が
好
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で

臨
時
職
員
と
し
て
雇
用
し

た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

組
合
は
設
立
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
う
い
っ
た
人
と
会
っ

た
事
実
は
な
い
。

　
違
法
の
認
識
に
つ
い
て

尋
ね
る
。
ど
う
い
う
違
法
行

為
な
の
か
。

　
地
方
自
治
法
違
反
・
財

務
規
則
違
反
・
事
務
取
扱
要

領
等
で
あ
る
。

　
ど
う
し
て
刑
事
告
発
し

な
い
の
か
。

　
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り

し
な
い
点
が
あ
る
。
そ
う
い

う
状
態
で
は
告
発
で
き
な
い
。

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
メ
モ

は
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た

も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
真
偽
は
ど

う
な
の
か
。

　
こ
の
資
料
に
関
し
て
教

育
委
員
会
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
教
育
委
員
会
が
渡
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
確
認
が

取
れ
て
い
る
。

　
そ
う
い
う
資
料
は
議
員

が
お
願
い
す
れ
ば
通
常
も
ら

え
る
も
の
な
の
か
。

　
通
常
は
情
報
開
示
請
求

に
基
づ
き
出
す
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
経
ず
に
出
し
た

と
い
う
こ
と
は
適
切
で
な
い

事
務
処
理
が
行
わ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
当
該
議
員
は
聞
き
取
り

の
中
で
「
組
合
」
と
い
う
名

称
を
使
い
、
自
ら
は
直
接
関

与
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
が
、
市
と
し

て
組
合
な
る
も
の
と
接
し
た

認
識
は
あ
る
の
か
。

　
手
話
は
手
や
指
、
体
の

動
き
や
表
情
を
使
っ
て
視
覚

的
に
表
現
す
る
言
語
で
あ

る
。
ろ
う
者
が
い
つ
で
も
手

話
を
使
え
、
平
常
時
は
も
と

よ
り
、
緊
急
時
、
災
害
時
に

も
情
報
を
入
手
で
き
る
環
境

の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
ろ

う
者
の
社
会
参
加
の
促
進
や

共
生
社
会
の
実
現
に
結
び
つ

く
と
考
え
る
。
手
話
言
語
の

普
及
啓
発
を
進
め
る
た
め
に

手
話
言
語
条
例
の
制
定
を
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

　
市
で
は
社
会
福
祉
課
窓

口
に
専
任
手
話
通
訳
者
を
配

置
す
る
と
と
も
に
、
意
思
疎

通
支
援
事
業
に
基
づ
く
手
話

通
訳
者
の
派
遣
、
手
話
講
座

の
開
設
な
ど
、
聴
覚
障
害
者

の
福
祉
向
上
を
図
っ
て
い

る
。
ま
ず
、
全
国
手
話
言
語

市
区
長
会
に
加
入
し
、
条
例

制
定
に
向
け
て
検
討
を
始
め

る
。

　
豪
雨
に
よ
り
越
水
、
氾

濫
が
予
想
さ
れ
る
吉
井
川
の

対
策
と
バ
ッ
ク
ウ
オ
ー
タ
ー

が
予
想
さ
れ
る
内
水
対
策
の

取
り
組
み
は
。

　
治
水
対
策
事
業
予

算
の
確
保
・
拡
大
を
図

る
と
と
も
に
、
重
点
的

な
推
進
を
国
、
県
に
要

望
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
河
道
内
樹
木
の
伐

採
等
、
適
正
な
維
持
管

理
で
あ
る
。
内
水
対
策

に
つ
い
て
は
莫
大
な
経

費
と
時
間
を
要
す
る
た

給食配送車（吉井学校給食センター）

永瀬清子の生家
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いっぱん質問

問

問

答

答

公文書改ざんでの
　トップの政治姿勢を示せ

災害想定時、
　　支所へ副市長の常駐は

管理責任はある。
　真相解明して対応する

ケースバイケースではあるが
　　　　　前向きに検討する

福木京子議員

大口浩志議員

　
　山
陽
団
地
の
活
性
化

対
策
の
進
捗
状
況
は

　
平
成
30
年
６
月
に
山
陽

団
地
活
性
化
基
本
構
想
・
基

本
計
画
が
で
き
て
い
る
が
、

進
捗
状
況
は
。

　
山
陽
６
丁
目
の
一
部
の

土
地
の
今
年
度
中
の
取
得
に

向
け
、
現
在
岡
山
県
と
協
議

中
で
あ
る
。
具
体
的
な
取
り

組
み
と
し
て
は
、
地
域
の
愛

着
を
図
る
た
め
、
あ
か
い
わ

ア
ー
ト
ラ
リ
ー
の
開
催
、
文

化
財
マ
ッ
プ
を
活
用
し
て
史

跡
な
ど
を
巡
る
ウ
オ
ー
キ
ン

グ
の
開
催
等
を
行
っ
て
い

る
。
情
報
発
信
に
努
め
て
い

く
。吉

井
川
の
環
境
に
つ

い
て

　
吉
井
川
の
汚
れ
は
岡
山

県
で
１
位
で
あ
る
。
吉
井
川

流
域
自
治
体
の
連
携
の
取
り

組
み
が
必
要
だ
と
思
う
が
。

今
後
の
医
療
計
画
に

つ
い
て

　
医
師
確
保
・
医
療
設
備

導
入
に
関
し
、
他
市
町
と
の

連
携
は
。

　
周
辺
の
市
長
、
町
長
と

共
有
し
諮
っ
て
い
く
。

介
護
保
険
の
見
通
し
は

　
市
の
ピ
ー
ク
は
。

　
２
０
３
０
年
ご
ろ
で
あ

る
。

　
介
護
者
、
被
介
護
者
が

ピ
ー
ク
に
な
る
ま
で
に
家
族

　
公
文
書
改
ざ
ん
問
題
等

に
関
し
、
市
民
に
不
安
や
疑

問
を
与
え
て
い
る
。
ト
ッ
プ

の
政
治
姿
勢
と
し
て
、
素
早

い
解
決
策
を
と
る
べ
き
だ
と

思
う
が
ど
う
思
っ
て
い
る
の

か
。

　
市
民
の
信
頼
を
大
き
く

損
ね
た
こ
と
に
対
し
、
非
常

に
遺
憾
に
思
っ
て
い
る
。
で

き
る
限
り
の
調
査
を
し
、
か

な
り
の
範
囲
で
分
か
っ
て
き

て
い
る
が
全
て
判
明
し
た
と

き
、
職
員
の
処
分
と
合
わ
せ

て
管
理
責
任
を
と
る
。

予
定
で
あ
る
。
軽
部
、
笹
岡

保
育
園
跡
地
は
予
定
は
な
い

が
、
当
面
は
地
域
の
駐
車
場

と
し
て
の
活
用
を
想
定
し
て

い
る
。

防
災
を
見
通
し
た
支
所

の
あ
り
方
に
つ
い
て

　
熊
山
支
所
は
災
害
対
策

本
部
の
機
能
を
果
た
せ
る
か
。

　
昨
年
、
支
所
周
辺
が
水

没
し
た
。
別
の
場
所
に
移
せ

な
い
か
多
方
面
か
ら
検
討
中

で
あ
る
。
早
急
に
結
論
を
出

し
た
い
。

　
共
助
に
つ
い
て
の
啓
発

は
。

　
ま
ず
は
、
隣
人
等
を
気

遣
っ
て
一
緒
に
避
難
す
る
。

地
域
の
中
の
連
携
を
図
っ
て

も
ら
う
。防
災
だ
け
で
な
く
、

い
ろ
ん
な
方
面
で
役
立
つ
の

で
、
こ
の
あ
た
り
を
重
点
的

に
啓
発
す
る
。

等
に
向
け
た
手
引
書
の
作
成

は
。

　
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
（
仮

称
）
を
作
成
中
で
あ
る
。
初

期
対
応
の
重
要
性
を
お
知
ら

せ
す
る
。

美
作
岡
山
道
路
に
つ

い
て

　
開
通
後
の
岡
山
吉
井
線

の
あ
り
方
は
。

　
重
要
な
路
線
、
整
備
促

進
を
要
望
し
て
い
く
。

　
市
内
で
の
岡
山
吉
井
線

最
重
点
改
良
箇
所
は
。

　
町
苅
田
付
近
、
赤
根
橋

付
近
の
渋
滞
緩
和
対
策
と
認

識
し
て
い
る
。

跡
地
利
用
に
つ
い
て

　
赤
坂
３
保
育
園
の
跡
地

利
用
の
計
画
は
。

　
今
年
度
、
施
設
解
体
工

事
を
行
う
。
石
相
保
育
園
跡

地
は
障
害
者
支
援
施
設
を
次

年
度
以
降
、
民
間
に
て
整
備

　
中
国
５
県
15
河
川
で
吉

井
川
が
最
も
水
質
が
汚
れ
て

い
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

市
内
事
業
者
へ
の
適
切
な
指

導
・
監
視
・
各
家
庭
の
生
活

排
水
の
汚
れ
を
減
ら
す
取
り

組
み
等
進
め
て
い
く
。
自
治

体
間
の
連
携
を
図
り
、
実
効

的
な
取
り
組
み
を
研
究
し
て

い
く
。

山
陽
ふ
れ
あ
い
公
園

の
利
便
性
の
向
上
を

　
体
育
館
フ
ロ
ア
等
へ
の

冷
暖
房
設
置
、
交
通
ア
ク
セ

ス
な
ど
必
要
で
は
な
い
か
。

　

福
祉
避
難
所
の
指
定

で
、
現
在
国
の
補
助
金
で
防

災
拠
点
整
備
事
業
と
し
て
、

冷
暖
房
設
備
お
よ
び
照
明
の

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
も
進
め
て
い
る
。

交
通
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
て
い
る
。県と協議中の土地（山陽６丁目）

熊山支所周辺水没状況
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いっぱん質問

問

答

認知症対策は積極的に取り組む
　最重要課題であると考えるが

強力に進める

問

答

各種団体との災害協定について

関係機関・事業者と
　　　　　　　協議を行う

保田　守議員

治徳義明議員

う
、
検
討
を
し
て
い
る
。

災
害
時
の
住
宅
支
援

に
つ
い
て

　
県
営
住
宅
に
多
く
の
空

き
家
が
あ
る
が
、
被
災
者
住

宅
が
必
要
な
と
き
は
、
す
ぐ

に
使
え
る
よ
う
に
整
備
し
て

お
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
緊

急
時
に
間
に
合
う
よ
う
、
市

で
起
き
た
災
害
に
限
ら
ず
誰

で
も
使
え
る
よ
う
県
と
協
議

を
し
て
も
ら
い
た
い
が
。

　
災
害
に
よ
っ
て
地
域
の

住
宅
に
大
規
模
な
被
害
が
生

じ
た
場
合
、
市
内
に
あ
る
県

営
住
宅
が
速
や
か
に
提
供
し

て
も
ら
え
る
よ
う
、
県
と
連

携
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

　
認
知
症
は
高
齢
化
社
会

に
と
っ
て
今
や
誰
で
も
発
症

す
る
可
能
性
が
あ
り
、
誰
も

が
介
護
者
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
認
知
症
対
策
は
積
極

的
に
取
り
組
む
最
重
要
課
題

で
あ
る
と
考
え
る
が
。

　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
、

さ
ん
さ
ん
カ
フ
ェ
、
認
知
症

初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
、
認

知
症
等
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
事
業
等
を
強
力
に
進
め
て

い
く
。

　
ま
た
、
本
年
度
中
に
認
知

り
、宿
泊
需
要
も
あ
る
。ニ
ー

ズ
を
慎
重
に
見
極
め
な
が
ら

誘
致
を
考
え
る
。

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

の
設
置

　
成
年
後
見
制
度
は
、
高

齢
者
や
障
が
い
者
の
人
々
の

安
全
・
安
心
の
た
め
に
は
必

要
不
可
欠
の
制
度
で
あ
る

が
、
適
切
な
制
度
利
用
が
な

さ
れ
て
い
な
い
。

　
法
人
後
見
と
市
民
後
見
の

２
段
構
え
で
支
え
て
い
く
必

要
が
あ
り
、
法
人
と
し
て
成

年
後
見
を
引
き
受
け
る
「
権

利
擁
護
セ
ン
タ
ー
」
等
の
設

置
に
取
り
組
む
べ
き
で
は
。

　
権
利
擁
護
の
中
核
機
関

の
設
置
に
向
け
て
、
社
会
福

祉
協
議
会
と
連
携
し
て
取
り

組
む
。

症
ケ
ア
パ
ス
の
作
成
を
目
指

す
。

　
①
徘
徊
高
齢
者
の
早
期

発
見
を
目
的
に
救
援
シ
ス
テ

ム
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
の
活
用
）

を
導
入
②
認
知
症
高
齢
者
に

対
し
て
救
済
を
目
的
に
賠
償

保
険
の
補
助
等
の
施
策
は
。

　
①
し
っ
か
り
検
討
す
る

②
研
究
す
る
。

宿
泊
施
設
誘
致

　
観
光
振
興
、企
業
誘
致
、

市
民
の
利
便
性
向
上
等
の
観

点
か
ら
、
ま
た
、
市
の
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
宿
泊
施

設
（
ホ
テ
ル
）
の
誘
致

に
積
極
的
に
取
り
組
む

べ
き
で
は
。

　
雇
用
の
創
出
、
企

業
立
地
の
促
進
、
観
光

産
業
へ
の
寄
与
等
に
加

え
て
、
岡
山
シ
ー
ガ
ル

ス
と
一
緒
に
練
習
し
た

い
と
希
望
す
る
高
校
・

大
学
が
た
く
さ
ん
あ

　
市
は
各
種
団
体
と
災
害

時
な
ど
に
関
す
る
協
定
を
結

ん
で
い
る
が
、
災
害
時
に
迅

速
に
協
定
が
実
行
で
き
る
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
と

協
議
し
、
そ
の
上
で
各
種
団

体
同
士
の
合
同
協
議
の
場
が

必
要
で
あ
る
と
思
う
が
。

　
現
在
、
市
は
災
害
時
に

備
え
公
的
機
関
・
民
間
事
業

を
含
め
71
の
団
体
と
協
定
を

結
ん
で
い
る
。
指
摘
の
と
お

り
、
こ
れ
ら
の
協
定
が
災
害

時
に
有
効
に
活
用
さ
れ
る
べ

く
、
関
係
機
関
と
協
議
を
行

う
。
総
合
防
災
訓
練
に
お
い

て
、
実
際
に
協
定
締
結
機
関

に
も
参
加
し
て
も
ら
い
災
害

に
生
か
せ
る
よ
う
し
た
い
。

購
入
予
定
の
山
陽
６

丁
目
の
土
地
に
つ
い

て　
６
丁
目
が
ど
う
な
っ
て

い
く
の
か
も
の
す
ご
く
心
配

に
な
る
。
い
い
街
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
思
う
の
は
み
ん
な

考
え
る
こ
と
だ
と
思

う
。
今
後
ど
う
い
う
計

画
が
あ
る
の
か
、
市
長

の
考
え
を
聞
く
。

　
山
陽
６
丁
目
の
購

入
予
定
地
に
つ
い
て

は
、
今
年
度
中
の
取
得

に
向
け
て
、
現
在
岡
山

県
と
協
議
を
行
っ
て
い

る
。
今
後
の
計
画
に
つ

い
て
は
、
地
域
の
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
地
域
活
力

の
向
上
に
つ
な
が
る
よ

認知症サポーター講習の状況

県営住宅
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いっぱん質問

問

問

答

答

諸経費等の一部を助成する
　　　制度の創設はいかに

通学路の交差点の信号の
　　　　　　　　あり方は

制度創設に向け検討を
　　　　　　進めていく

人も車もスムーズに
行ける交差点を検討する

行本恭庸議員

大森進次議員

諸
経
費
等
の
一
部
を

助
成
す
る
制
度
の
創

設　
箱
わ
な
、
く
く
り
わ
な

の
諸
経
費
の
一
部
を
助
成
す

る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
に

つ
い
て
質
問
す
る
。
防
護
に

つ
い
て
は
電
柵
、
メ
ッ
シ
ュ

フ
ェ
ン
ス
等
、
設
置
経
費
の

補
助
制
度
が
創
設
さ
れ
、
一

定
の
効
果
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
駆
除
に

つ
い
て
は
、
狩
猟
者

の
高
齢
化
、
わ
な
設

置
経
費
の
高
騰
で
設

置
が
進
ま
な
く
な
っ

て
い
る
と
の
声
を
聞

く
。
狩
猟
者
登
録
で

は
、
１
５
０
名
程
度

で
推
移
し
て
い
る

が
、
60
歳
以
上
が
７

割
近
く
を
占
め
る
現

状
で
、
安
全
な
捕
獲

に
は
箱
わ
な
の
設
置

が
有
効
で
あ
る
。
設

　
桜
が
丘
東
２
丁
目
か
ら

桜
が
丘
西
４
丁
目
に
渡
る
横

断
歩
道
を
歩
車
分
離
方
式
の

信
号
に
移
行
で
き
な
い
か
。

歩
車
分
離
の
交
差
点
に
し
、

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
と
し

て
横
断
歩
道
を
渡
り
、
歩
道

の
あ
る
道
路
を
使
っ
て
通
学

す
る
の
が
良
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
が
。

　
現
地
の
状
況
を
確
認
し

山
陽
東
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
お
よ

び
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
協

議
を
し
た
結
果
、
感
知
式
の

信
号
機
の
歩
行
者
信
号
の
点

有
害
鳥
獣
被
害

　
市
内
の
有
害
鳥
獣
被
害

の
現
状
を
尋
ね
る
。

　
猪
、
鹿
等
の
生
息
域
が

拡
大
傾
向
で
あ
る
。
当
市
に

お
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
で

あ
る
。市
内
全
域
に
お
い
て
、

野
生
獣
に
よ
る
被
害
が
多
発

し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　

有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い

て
、
引
き
続
き
施
策
の
推
進

を
図
る
。

道
側
の
信
号
の
待
ち
時
間
が

長
く
な
り
渋
滞
を
招
く
可
能

性
が
あ
る
。
時
間
帯
を
限
定

し
、
点
灯
時
間
を
調
整
す
る

方
向
で
東
西
連
合
町
内
会
と

警
察
と
で
協
議
を
行
い
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　
庁
舎
の
耐
震
改
修
の
コ

ン
セ
プ
ト
は
。

　
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震

等
の
予
想
震
度
に
十
分
耐
え

ら
れ
る
構
造
の
補
強
を
行
う
。

レ
イ
ア
ウ
ト
、
配
置
を
根
本

的
に
見
直
し
オ
ー
プ
ン
ス

ペ
ー
ス
で
語
ら
い
交
流
を
し

て
も
ら
う
。
子
ど
も
た
ち
が

描
い
た
絵
画
を
展
示
す
る
な

ど
、
そ
う
い
う
ス
ペ
ー
ス
を

設
け
ら
れ
る
よ
う
、
市
民
の

視
点
に
立
っ
て
改
修
イ
メ
ー

ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
。

灯
時
間
は
現
状
で
、
自
動
車

の
信
号
の
点
滅
時
間
を
長
く

し
た
こ
と
で
人
も
自
動
車
も

渋
滞
が
緩
和
さ
れ
改
善
し
た
。

　
桜
が
丘
中
央
交
差
点
の

南
北
に
は
右
折
信
号
機
が
設

置
さ
れ
て
い
る
。
東
西
は
右

折
レ
ー
ン
だ
け
だ
が
右
折
信

号
機
に
移
行
で
き
な
い
か
。

　
桜
が
丘
東
西
連
合
町
内

会
か
ら
も
要
望
が
あ
り
、
時

間
帯
に
よ
り
渋
滞
が
発
生
し

て
い
る
の
で
、
意
見
を
も
ら

い
な
が
ら
警
察
と
協
議
を
行

い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
桜
が
丘
西
１
、
２
、

３
丁
目
に
隣
接
す
る
交
差

点
の
右
折
信
号
機
の
矢
印

点
灯
時
間
が
短
い
た
め
、

赤
信
号
と
な
っ
て
も
右
折

す
る
の
で
大
変
危
険
で
あ

る
が
対
策
は
。

　
午
後
５
時
か
ら
７
時

ぐ
ら
い
の
時
間
帯
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
常
時
点

灯
時
間
を
長
く
す
る
と
市

置
費
用
が
10
万
円
近
く
に
な

り
、
な
か
な
か
進
ん
で
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
箱
わ

な
、
く
く
り
わ
な
を
含
め
た

設
置
経
費
の
一
部
を
助
成
す

る
制
度
を
創
設
し
て
は
と
考

え
る
が
、
考
え
を
尋
ね
る
。

　
箱
わ
な
に
つ
い
て
は
、

猟
友
会
の
分
会
長
を
通
し
て

要
望
を
聞
き
、
現
物
支
給
を

行
っ
て
い
る
。
く
く
り
わ
な

に
つ
い
て
は
、
現
在
支
援
事

業
等
は
な
い
が
、
有
害
鳥
獣

対
策
に
お
い
て
有
効
な
手
段

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
助

成
制
度
の
創
設
だ
が
、
制
度

創
設
に
向
け
た
検
討
を
進
め

て
い
く
。

箱わなに捕獲された猪

桜が丘東２丁目から桜が丘西４丁目の交差点
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いっぱん質問

問

答

議員がなぜ関わるか

緊急を要するということで
　　　　　　　　　関わる

問

答

幼児教育、保育の無償化を
　　　　　受けて施設整備は
市内に認定こども園を
　　　２カ所新たに設ける

光成良充議員

下山哲司議員

案
に
つ
い
て
、
こ
ど
も
園
の

件
も
含
め
て
意
見
を
も
ら
っ

て
い
る
。
肯
定
的
な
意
見
も

あ
る
が
、
方
策
と
し
て
は
保

育
士
の
確
保
が
優
先
と
い
う

意
見
も
あ
る
。
今
後
、
民
間

の
保
育
事
業
者
の
経
営
に
支

障
が
出
な
い
よ
う
考
え
な
が

ら
、
お
互
い
に
建
設
的
な
意

見
を
交
換
し
、
理
解
を
も
ら

い
な
が
ら
進
め
て
い
く
。

　
福
島
県
浪
江
町
へ
職
員

を
派
遣
し
て
の
復
興
支
援
が

６
年
を
経
過
し
よ
う
と
し
て

い
る
が
今
後
ど
う
す
る
の
か
。

　
浪
江
町
の
吉
田
町
長
か

ら
、
今
後
と
も
市
の
変
わ
ら

ぬ
支
援
を
お
願
い
し
た
い
と

言
葉
を
も
ら
い
、
引
き
続
き

職
員
１
名
の
派
遣
な
ど
復

旧
・
復
興
の
支
援
を
行
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
、

ま
た
、
議
員
の
所
有

地
２
件
を
な
ぜ
市
が

買
い
取
る
か

　
特
定
の
市
議
が
な
ぜ
関

わ
る
か
。

　
議
員
の
案
内
、
提
案
の

中
の
こ
と
に
つ
い
て
、
今
か

ら
で
も
調
査
し
な
い
と
い
け

な
い
こ
と
は
多
々
あ
る
と
い

う
ふ
う
に
反
省
も
含
め
て
深

度
を
深
め
て
調
査
を
し
て
い

き
た
い
。
こ
の
事
件
が
誰
の

す
る
協
力
を
惜
し
ま
な
い
と

い
う
こ
と
が
最
も
必
要
な
こ

と
と
思
っ
て
い
る
。

　
議
長
名
で
の
聞
き
取
り

調
査
に
つ
い
て
、
齟
齬
が
あ

る
が
説
明
を
聞
く
。

　
吉
井
地
域
は
組
合
を
つ

く
っ
て
運
行
を
引
き
受
け
て

ほ
し
い
と
市
の
ほ
う
か
ら
依

頼
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

が
、
市
の
ほ
う
か
ら
依
頼
す

る
こ
と
は
な
い
。
組
合
が
金

銭
を
組
合
と
し
て
受
け
取
っ

て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
と

に
か
く
金
銭
の
授
受
が
あ
っ

た
と
い
う
事
実
だ
け
は
確
認

し
て
い
る
。
組
合
と
市
と
の

契
約
、
こ
れ
は
認
め
な
い
と

い
う
市
長
と
し
て
の
判
断
を

指
示
し
て
流
し
て
い
る
。

指
示
に
よ
る
も
の
か
、
今
こ

こ
で
再
度
そ
う
い
っ
た
と
こ

ろ
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
調

査
を
指
示
し
て
、
こ
の
事
件

の
起
点
と
な
っ
た
部
分
を
で

き
る
限
り
解
明
し
て
、
市
民

に
き
ち
ん
と
説
明
責
任
を
果

た
す
。

　
改
ざ
ん
の
裏
に
何
が
あ

る
か
。

　

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
、圧
力
と
い
う
か
、プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
と
い
う
か
市
議
会
の

ほ
か
の
議
員
も
同
じ
こ
と
が

見
受
け
ら
れ
る
こ
と

も
認
識
に
あ
る
。
強

い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

　
職
員
が
事
実
を

自
由
に
述
べ
ら
れ
な

い
今
の
執
行
部
の
体

制
が
こ
う
い
う
問
題

を
起
こ
す
の
で
は
。

　
事
実
を
正
確
に

把
握
す
る
こ
と
に
対

　
10
月
よ
り
幼
児
教
育
、

保
育
の
無
償
化
が
始
ま
り
次

年
度
の
入
園
希
望
者
が
増
え

る
可
能
性
が
あ
る
中
で
施
設

の
整
備
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

　
第
２
次
総
合
計
画
の
見

直
し
の
中
で
、
令
和
６
年
度

末
ま
で
に
認
定
こ
ど
も
園
の

数
を
２
カ
所
増
と
す
る
目
標

を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
今

後
の
待
機
児
童
対
策
と
し
て

整
備
を
図
る
の
が
狙
い
で
あ

る
。
新
た
な
施
設
を
設
け
る

に
は
財
政
的
に
も
困
難
で
整

備
に
相
当
の
時
間
を
要
す
る
。

既
存
の
施
設
を
活
用
、
そ
し

て
民
間
事
業
者
の
力
も
借
り

総
合
的
な
環
境
整
備
に
向
け

早
急
に
検
討
を
進
め
て
い
る
。

　

次
年
度
の
幼
稚
園
教

諭
、保
育
士
の
確
保
は
新
卒
、

臨
時
採
用
な
ど
を
含
め
て
十

分
に
で
き
て
い
る
の
か
。

　
正
職
員
は
定
員
管
理
計

画
に
基
づ
き
必
要
な
職
員
数

が
確
保
で
き
て
い
る
。
臨
時

職
員
は
な
か
な
か
応
募
が
な

い
状
況
だ
が
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
を

通
じ
て
人
員
の
確
保
に
努

め
て
い
く
。

　
民
間
の
保
育
事
業
者

は
現
在
も
待
機
児
童
を
出

さ
な
い
よ
う
努
力
を
し
て

い
る
。
市
が
こ
ど
も
園
を

整
備
す
る
に
当
た
っ
て
民

間
事
業
者
と
の
話
は
で
き

て
い
る
の
か
。

　
市
の
待
機
児
童
対
策

スクールバス

保育の様子（赤坂ひまわりこども園）
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いっぱん質問

問

答

市長、教育長は
　ボーナスを拒否するのか

今はそのつもりはない

原田素代議員

　
市
の
臨
時
職
員
雇
用
要

綱
に
よ
れ
ば
、
時
給
か
日
給

で
契
約
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
今
回
の
６
人
は
全

員
月
給
で
あ
る
。
契
約
期
間

も
半
年
以
内
な
の
に
、
10
カ

月
半
の
契
約
に
な
っ
て
い

る
。
要
綱
違
反
を
平
成
31
年

３
月
ま
で
誰
も
気
づ
か
ず
月

給
を
払
い
続
け
て
い
た
の
か
。

　
要
綱
と
照
ら
し
合
わ
せ

る
と
適
切
で
は
な
い
。
し
か

し
、
現
実
は
月
給
で
お
願
い

し
た
。

　

５
人
の
月
額
契
約
で

な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
勤
務
が
ゼ
ロ
と
い
う
の

は
理
解
が
得
ら
れ
な
い
か
ら

返
還
処
置
を
し
た
。
他
の
人

は
月
給
な
の
で
支
払
っ
た
。

　
要
綱
に
よ
れ
ば
第
10
条

に
仕
事
を
し
な
い
場
合
は
、

賃
金
は
支
給
し
な
い
と
書
い

て
あ
る
。
当
然
６
、
５
、
３

日
し
か
仕
事
を
し
て
い
な
い

の
だ
か
ら
、
月
給
か
ら
返
金

を
求
め
な
け
れ
ば
筋
が
通
ら

な
い
が
。

　
日
数
が
少
な
く
て
も
月

給
だ
か
ら
支
払
っ
た
。

　

教
育
委
員
会
で
は

「
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は

し
ょ
う
が
な
い
」
と
言
わ
れ

た
そ
う
だ
が
、
任
命
責
任
は

ど
う
と
る
の
か
。

　
管
理
責
任
は
議
論
し
て

進
め
る
。

は
、
総
額
１
２
３
９
万
円
支

出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
来
の
時
給
で
計
算
す
る
と

約
７
１
０
万
円
多
く
支
出
し

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
事
務
員
の
分
は
計
算
に

入
れ
て
い
な
い
の
で
、
も
っ

と
増
え
る
。
こ
の
試
算
は
市

が
作
る
べ
き
だ
。
市
へ
の
損

害
に
つ
い
て
ど
う
す
る
つ
も

り
か
。

　
不
当
に
高
い
賃
金
が
払

わ
れ
て
い
た
ら
、
返
還
請
求

す
る
べ
き
だ
。
積
算
計
算
は

す
で
に
着
手
し
て
い
る
。
必

要
で
あ
れ
ば
お
知
ら
せ
す
る

こ
と
は
可
能
だ
。

　
８
月
分
の
５
人
の
運
転

手
の
勤
務
が
、
６
日
、
５
日

（
２
人
）
３
日
、
０
日
と
少

な
い
中
、
０
日
の
人
に
８
月

分
の
賃
金
の
返
還
を
さ
せ
て

い
る
。残
り
の
人
も
、３
日
、

５
日
、
６
日
分
の
賃
金
に
し

な
い
と
同
じ
月
給
で
の
契
約

で
あ
る
以
上
、
契
約
違
反
に

議
会
全
員
協
議
会

　
10
月
29
日

　

 

主
な
協
議
・
報
告

事
項

・
予
算
審
査
に
つ
い
て

・ 

議
会
報
告
＆
懇
談
会
に
つ

い
て

・ 

令
和
元
年
台
風
19
号
に
伴

う
災
害
に
対
す
る
義
援
金

に
つ
い
て

・ 

臨
時
職
員
の
任
用
等
に
当

た
り
、
市
議
会
議
員
の
関

与
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
執
行
部
よ
り
事
実
関

係
の
調
査
の
依
頼
が
あ

り
、
10
月
24
日
に
議
長
と

副
議
長
が
聞
き
取
り
調
査

を
行
っ
た
と
報
告
が
あ
っ

た
。

　
11
月
19
日

　
12
月
18
日

　

 

主
な
協
議
・
報
告

事
項

・ 

令
和
元
年
12
月
第
５
回
定

例
会（
日
程・提
出
議
案
）

に
つ
い
て

・
予
算
審
査
に
つ
い
て

・ 

赤
磐
市
議
会
申
し
合
わ
せ

事
項
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
・ 

議
会
報
告
＆
懇
談
会
に
つ

い
て

・ 

公
金
支
出
及
び
公
文
書
改

ざ
ん
等
調
査
特
別
委
員
の

選
出
を
行
っ
た
。

　
令
和
２
年

　
１
月
30
日

　

 

主
な
協
議
・
報
告

事
項

・ 

市
役
所
本
庁
舎
整
備
の
基

本
的
な
考
え
方
に
つ
い

て
、
資
料
を
基
に
執
行
部

よ
り
説
明
が
あ
っ
た
。

・ 

３
月
議
会
定
例
会
で
の
予

算
審
査
の
方
法
に
つ
い

て
、
12
月
議
会
で
審
査
の

方
法
に
異
論
が
あ
り
、
再

度
検
討
し
た
結
果
、
前
回

と
同
様
に
分
科
会
に
分
担

し
て
審
査
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
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議
会
広
報
編
集
特
別
委
員

編
集
後
記

委
員
長

光
成
　
良
充

副
委
員
長

大
森
　
進
次

委

員

岡
崎
　
達
義

委

員

保
田
　
　
守

委

員

佐
々
木
雄
司

委

員

佐
藤
　
　
武

委

員

永
徳
　
省
二

　
12
月
議
会
は
、
教
育
委

員
会
の
不
祥
事
に
対
す
る

市
長
の
謝
罪
で
始
ま
り
、

市
の
第
三
者
委
員
会
、
議

会
の
百
条
委
員
会
設
置
で

幕
を
閉
じ
た
。

　
基
本
条
例
前
文
に
は
、

議
員
は
責
任
と
品
位
を

持
っ
て
市
民
の
信
頼
を
失

わ
な
い
よ
う
に
議
会
活
動

を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
市
民
の
負

託
に
応
え
る
た
め
に
行
動

し
、
市
民
福
祉
の
向
上
へ

の
最
大
限
の
努
力
が
必
要

で
あ
る
と
謳
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
か
ら
数
カ
月
か
け

て
議
会
は
百
条
委
員
会
で

詳
し
く
調
査
し
、
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
不
祥
事
が
発
生

し
逮
捕
者
ま
で
出
し
た
の

か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な

力
が
働
い
た
の
か
を
究
明

し
て
い
か
な
け
れ
ば
市
民

の
信
頼
と
負
託
に
は
応
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

①参加者数
・中央公民館…………………………７名　　　・桜が丘いきいき交流センター……20名
・くまやまふれあいセンター………16名　　　・赤坂健康管理センター……………９名
・吉井支所……………………………８名　　　・山陽公民館…………………………17名

②参加者からの要望・提言（一部抜粋）
・ 教育委員会の公文書改ざんについての説明を
・ 桜が丘中央交差点の市道に右折信号機の設置を
・ 吉井川流域の避難計画、場所を行政から発信を
・ 公共施設のメンテナンスは今後どうするのか
・ 熊山遺跡開山1300年の記念祭の実現を
・ 小さな子どもが安心して暮らせる街作りを

③議会報告＆懇談会に対する意見等（一部抜粋）
・機会を多くしてほしい
・ 懇談会だけの回を設けてほしい
・ 若い人が参加できる工夫が必要
・ 広く住民と意見交換をしてほしい
・ 議会がどういった事をしているのか周知することが必要では
・ 時間が少ない、もう少しあってもよいのでは

議会報告＆懇談会を実施しました。

ご参加ありがとうございました。
　いただきましたご意見やご感想は、より参加しやすい「議会報告＆懇談会」となるよう、
次回の運営方法に生かしてまいります。

　11月１日、２日に市内６会場で「第６回議会報告＆懇談会」を開催しました。

山陽公民館会場の様子


